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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータ化されたクライアント装置であって、
　サービス・プロバイダ・ネットワークと通信するように構成されたネットワーク・イン
ターフェースと、
　ユーザ・インターフェースと、
　前記ネットワーク・インターフェース及び前記ユーザ・インターフェースとデータ通信
するデジタル・プロセッサ装置と、
　前記デジタル・プロセッサ装置とデータ通信する記憶装置であって、前記デジタル・プ
ロセッサ装置上で実行されると、
　　受信する第２の時点の所定の近傍内の第１の時点に生成され、デジタル的にレンダリ
ングされたライブ・メディア・ストリームに関連付けられたネットワーク・データ構造を
受信し、
　　前記ネットワーク・データ構造に少なくとも部分的に基づいてサービス・プロバイダ
から複数のコンテンツ部分のうちの少なくとも、第１の解像度によるデジタル的にレンダ
リングされた映像コンテンツを含む第１の部分と、第２の解像度によるデジタル的にレン
ダリングされた映像コンテンツを含む第２の部分をダウンロードし、
　　ローカル・データ構造を生成し、
　　前記複数のコンテンツ部分の前記第２の部分のみを、当該コンピュータ化されたクラ
イアント装置とデータ通信する記憶装置内の第１の対応する場所に記憶し、
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　　前記複数のコンテンツ部分の置き換え部分のために前記ネットワーク・データ構造を
参照し、
　　前記置き換え部分を前記記憶装置内の第２の対応する場所に記憶し、
　　前記ローカル・データ構造を、前記複数のコンテンツ部分のうちの前記記憶された第
２の部分及び前記記憶された置き換え部分の場所に対応するデータで更新し、
　　前記ローカル・データ構造を、前記ライブ・メディア・ストリームの再生のための少
なくとも１つの正当な地理的位置を含むデジタル著作権管理（ＤＲＭ）情報で暗号化し符
号化する、
　よう構成された少なくとも１つのコンピュータ・プログラムを含む、記憶装置と、
を備える、コンピュータ化されたクライアント装置。
【請求項２】
　前記ネットワーク・データ構造は、１つ又は複数のメタデータ要素と、前記複数のコン
テンツ部分の前記第１の部分及び前記第２の部分をダウンロードすることができる場所の
リストとを含むネットワーク・ストリーム・マニフェストを含む、請求項１に記載のコン
ピュータ化されたクライアント装置。
【請求項３】
　前記複数のコンテンツ部分の前記第１の部分及び前記第２の部分は、前記１つ又は複数
のメタデータ要素に少なくとも部分的に基づいて決定される場所の前記リストのサブセッ
トからダウンロードされる、請求項２に記載のコンピュータ化されたクライアント装置。
【請求項４】
　前記ライブ・メディア・ストリームは、デジタル的にレンダリングされた二次コンテン
ツを含み、前記デジタル的にレンダリングされた二次コンテンツは、広告を含む、請求項
１に記載のコンピュータ化されたクライアント装置。
【請求項５】
　前記複数のコンテンツ部分のうちの少なくとも前記第１の部分が、第１のアクセス制限
を有するデジタル的にレンダリングされた映像コンテンツを含み、前記複数のコンテンツ
部分のうちの少なくとも前記第２の部分が、第２のアクセス制限を有するコンテンツを含
む、請求項１に記載のコンピュータ化されたクライアント装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２０１４年３月１９日に出願された「APPARATUS AND METHODS FOR RECORDIN
G A MEDIA STREAM」という名称の共同所有の同時係属米国特許出願番号第１４／２２０，
０２１号の優先権を主張する。
【０００２】
　本開示は、一般には、インターネット・プロトコル・テレビジョン（ＩＰＴＶ：Intern
et Protocol Television）ネットワーク又はインターネットなどのネットワークを介した
デジタル・メディア・データ（例えば、テキスト、映像、及び／又は音声）の配信の分野
に関し、詳細には、一態様において、メディア・コンテンツを後で再構築することができ
るようにネットワークにおいてストリーミング・メディア・コンテンツを記録することに
関する。
【背景技術】
【０００３】
　既存のデジタル・ビデオ・レコーダ（ＤＶＲ：Digital Video Recorder）ソリューショ
ンは、民生用電子装置又はアプリケーション・ソフトウェアが、例えばディスク・ドライ
ブ、ユニバーサル・シリアル・バス（ＵＳＢ：Universal Serial Bus）フラッシュ・ドラ
イブ、ローカル又はネットワーク大容量記憶装置などのコンピュータ可読媒体上の記憶の
ためのデジタル形式で、映像を記録することができるようにする。従来、記録された映像
コンテンツはその全体が、圧縮され、符号化された形式で記憶される。再生時、記録され
たファイルは、例えば携帯型装置、セットトップ・ボックス（ＳＴＢ：set-top box）な
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どのビデオ・プレーヤによって圧縮解除され、復号される。記録ファイル形式の一般的な
一例としては、ＭＰＥＧ－４（Motion Picture Experts Group）ラップドＨ．２６４映像
が含まれるが、これには限定されない。
【０００４】
　残念ながら、既存の記録ファイル形式はある種のアプリケーションに対応することがで
きない。例えば、既存のＤＶＲ装置はライブ・ストリーミング・コンテンツを記録するこ
とができない。なお、ライブ・ストリーミング映像（一般に「ライブ・インターネット・
プロトコル（ＩＰ：Internet Protocol）ビデオ配信」と呼ばれる）は、記憶コスト及び
／又は「ライブ」コンテンツの性質（コンテンツが配信時に生成され、「制限されていな
い（unbounded）」ことがあり、すなわち終点が未知又は正確にはわからない）上、その
全体が一般にコンテンツ・デリバリ・ネットワーク（ＣＤＮ：Content Delivery Network
）上には記憶されない。その代わりに、映像サーバからビデオ・クライアントへのライブ
ＩＰビデオ配信は、各ダウンロード部分が、制限されていないトランスポート・ストリー
ムの小さな「塊」から成る、ハイパー・テキスト・トランスポート・プロトコル（ＨＴＴ
Ｐ：Hyper Text Transport Protocol)・ベースの一連の小さなファイル・ダウンロードを
基にしている。これらの塊は次に、ビデオ・クライアントによって順次に組み立てられ、
再生のために復号される。ライブ映像ストリームは制限されていないため、ＣＤＮは、ク
ライアントからのライブ再生に支えるのにちょうど十分なだけの塊をネットワークに記憶
する。例えば、ビデオ・クライアントは、通常動作時に１０個の６秒の塊（再生１分間分
）を「バッファリング」してもよい。
【０００５】
　また、ビデオ・クライアントはコンテンツの全体を持っていないため、ビデオ・クライ
アントはコンテンツをローカルな記憶（これは従来のＤＶＲの機能のために必要である）
のために圧縮することができないということにも注目すべきである。さらに、コンテンツ
を非圧縮形態で記憶すると、ビデオ・クライアントのメモリ資源をすぐに使い果たしてし
まう（特に、ｉＰａｄ（登録商標）など、メモリ量が限られている小型民生装置の場合）
。
【０００６】
　ネットワークＤＶＲ（ＮＤＶＲ：Network DVR）は、顧客装置用にライブ・ストリーミ
ング・コンテンツＤＶＲ機能を可能にする１つの提案されたソリューションである。提案
されたＮＤＶＲソリューションでは、ビデオ・サービス・プロバイダが、（例えばデジタ
ル著作権管理（ＤＲＭ：Digital Rights Management）、加入者アカウントを基にした認
証などによって）各加入者アカウントのためにコンテンツを記憶及び管理し、再生要求時
にビデオ・クライアントに映像をストリーミング返送する。このようなＮＤＶＲソリュー
ションは、ビデオ・クライアントがサービス・プロバイダ・ネットワークに接続され、高
品質映像再生を支える一貫した帯域幅接続を有することを必要とする。映像ストリームは
サービス・プロバイダ・ネットワークによって生成され、配信されるため、ＮＤＶＲはオ
フネットワーク再生、あるいは、ネットワーク接続性にムラ及び／又は断続性がある再生
をサポートすることができない。さらに、映像記憶プロバイダは、はるかに大きい記憶容
量を有すると想定されるとは言え、そのようなソリューションは、非効率的であり、大規
模な加入者人口及び／又はライブ・ストリームには十分は釣り合わない。
【０００７】
　また、記録された映像コンテンツは、サービス・プロバイダにとっては、ちょっとした
「失われた」収入の機会である。具体的には、広告収入が典型的には商業広告又は販売促
進宣伝の「閲覧」数に基づいて決定される。人気番組（例えばスーパーボウルなど）の間
には、かなりの視聴率が見込まれるため、売買業者は広告スペースを高額で購入する。し
かし、一旦映像コンテンツが記録されると、その映像コンテンツを後で視聴してもサービ
ス・プロバイダにとって追加の収入にはならない。例えば、スーパーボウル時のライト・
ビールの広告は、記録されたスーパーボウルのコンテンツが再生されるたびに再生される
が、そのような再生を特定する、又は（視聴者がその商品を購入する気持ちにさせられる
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という、おそらく間接的な利益以外に）それらから何らかの方法で利益を引き出す仕組み
がない。サービス・プロバイダは広告が再生されるたびに報いられる、及び／又は、以降
の再生において異なる広告（例えばコーン・チップスなど）を動的に挿入することができ
ることが理想的である。
【０００８】
　最後に、既存のＤＶＲに記録されたコンテンツは生成された後は静的であり、移転可能
である。例えば、典型的なビデオ・クライアントに基づくＤＶＲ動作を考えてみると、ビ
デオ・クライアントは、ビデオ・クライアントの解像度（例えば６４０×４８０）に従っ
てフォーマットされた映像コンテンツ全体を受信する。映像コンテンツは暗号解除され、
圧縮され、適切なファイル形式に符号化される（例えばＭＰＥＧ－４ラップドＨ．２６４
）。その後、そのファイルを異なる装置で再生することができるが、これが多くの問題を
引き起こす。第一に、別の装置の解像度が異なる場合（例えば１９２０×１０８０）、再
生は元の解像度に制限されたままになり、望ましくない「ピクセル化された」（粗い）低
品質映像が生成される。第二に、多くのＤＲＭ保護（認証、権限付与など）がビデオ・ク
ライアントによって管理され、場合によっては、ビデオ・クライアント・ソフトウェアが
、容易に回避され、あるいは不法な仕方での再生を防止するのに不十分である。著作権侵
害は業界全体の問題であり、毎年数十億ドルの利益が失われる原因となっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】米国特許出願公開第２０１１／０１０３３７４号明細書
【特許文献２】米国特許第８，９９７，１２６号明細書
【特許文献３】米国特許出願公開第２０１３／００４６８４９号明細書
【特許文献４】米国特許出願公開第２００６／０１３０１１３号明細書
【特許文献５】米国特許出願公開第２００８／０２３５７４６号明細書
【特許文献６】米国特許出願公開第２０１４／０１６４７６０号明細書
【特許文献７】米国特許第８，５２０，８５０号明細書
【特許文献８】米国特許第８，６２１，５４０号明細書
【特許文献９】米国特許出願公開第２０１３／０１１１５１７号明細書
【特許文献１０】米国特許出願公開第２０１３／０３１８６２９号明細書
【特許文献１１】米国特許出願公開第２０１０／０２５１３０４号明細書
【特許文献１２】米国特許出願公開第２０１０／０２５１３０５号明細書
【特許文献１３】米国特許出願公開第２０１３／０１０４１６２号明細書
【特許文献１４】米国特許出願公開第２０１３／００７０９２２号明細書
【特許文献１５】米国特許出願公開第２０１１／００１６４８２号明細書
【特許文献１６】米国特許第８，８１３，１２４号明細書
【特許文献１７】米国特許出願公開第２０１１／０１１０５１５号明細書
【特許文献１８】米国特許出願公開第２０１３／０２９８１４９号明細書
【特許文献１９】米国特許第８，９３０，９７９号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　以上により、従来技術のソリューションは一般にＤＶＲ機能の利点を認識しているが、
ＶＤＲの使用を制限する、及び／又は、商業的収益性に悪影響を与える技術的限界がある
ことは明らかである。したがって、ビデオ・クライアントが（単に静的な再生に備えるの
ではなく）コンテンツを動的に再現することができるようにする仕方で、ストリーミング
映像コンテンツを記録する機構が必要である。そのような機構は、コンテンツを記録した
装置とは異なる装置上での再生に対応し、二次コンテンツ（例えば広告又は販売促進宣伝
）の再生をインテリジェントに計上し、及び／又は、適切な再生制限を実装することがで
きることが好ましい。最後に、これらの方法及び装置は、ある実装形態では既存のシステ
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ムに最小限の変更を加えるだけで済み、それによって、設置済みの基盤設備及び電子機器
基盤を可能な限り活用することができるだろう。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、特に、ネットワークにおけるストリーミング・メディア・コンテンツを記録
する方法及び装置を提供することにより、上記の必要性に対処する。一実施例では、コン
テンツは、ストリーム・マニフェスト・ファイルからメディア・コンテンツを後で再構築
することができるように、データ構造（例えばストリーム・マニフェスト・ファイル）を
使用して記録される。
【００１２】
　一態様では、ライブ・メディア・ストリームを記録する方法が開示される。一実施例で
は、この方法は、（ｉ）受信する第２の時点の実質的近傍内の第１の時点に生成されたラ
イブ・メディア・ストリームに関連付けられたネットワーク・データ構造を受信すること
と、（ｉｉ）データ構造に少なくとも部分的に基づいてサービス・プロバイダから１つ又
は複数のコンテンツ部分をダウンロードすることと、（ｉｉｉ）ローカル・データ構造を
生成することと、（ｉｖ）１つ又は複数のコンテンツ部分のそれぞれをローカル・メモリ
内の対応する場所に記憶することと、（ｖ）ローカル・データ構造を、１つ又は複数のコ
ンテンツの塊のそれぞれの対応する場所によって更新することと、を含む。
【００１３】
　第２の態様では、ローカル・ストリーム・マニフェストからメディア・ストリームを再
生する方法が開示される。一実施例では、この方法は、（ｉ）メディア・ストリームに関
連付けられたローカル・ストリーム・マニフェストを取り出すことと、（ｉｉ）ローカル
・ストリーム・マニフェストに少なくとも部分的に基づいて、ローカル・メモリから１つ
又は複数のコンテンツの塊を取り出すことと、（ｉｉｉ）ローカル・ストリーム・マニフ
ェストに基づいて、取り出された１つ又は複数のコンテンツの塊からメディア・ストリー
ムを再構築することと、を含む。
【００１４】
　第３の態様では、顧客施設内機器（ＣＰＥ：consumer premises equipment）が開示さ
れる。一実施例では、ＣＰＥは、（ｉ）サービス・プロバイダ・ネットワークと通信する
ように構成されたネットワーク・インターフェースと、（ｉｉ）ユーザ・インターフェー
スと、（ｉｉｉ）ネットワーク・インターフェース及びユーザ・インターフェースとデー
タ通信するプロセッサと、（ｉｖ）１つ又は複数の命令を含む非一時的コンピュータ可読
媒体であって、当該１つ又は複数の命令は、プロセッサによって実行されるとＣＰＥに、
１つ又は複数のコンテンツの塊を含むライブ・メディア・コンテンツを配信するように構
成された動的に変化するマニフェストを含むネットワーク・ストリーム・マニフェストに
従って、サービス・プロバイダ・ネットワークから１つ又は複数のコンテンツの塊をダウ
ンロードさせ、ネットワーク・ストリーム・マニフェストに少なくとも部分的に基づいて
ローカル・ストリーム・マニフェストを生成させ、１つ又は複数のコンテンツの塊のそれ
ぞれをローカル記憶装置に記憶させるように構成された、非一時的コンピュータ可読媒体
と、を含む。
【００１５】
　別の実施例では、ＣＰＥは、ディスプレイと、プロセッサと、１つ又は複数の命令を含
む非一時的コンピュータ可読媒体であって、当該１つ又は複数の命令は、プロセッサによ
って実行されるとＣＰＥに、（ｉ）ローカル・ストリーム・マニフェストを取り出させ、
（ｉｉ）ローカル・ストリーム・マニフェストに従ってローカル・メモリから１つ又は複
数のコンテンツの塊を取り出させ、（ｉｉｉ）取り出された１つ又は複数のコンテンツの
塊に少なくとも部分的に基づいてメディア・コンテンツ・ストリームを再構築させ、（ｉ
ｖ）メディア・コンテンツ・ストリームを表示させるように構成された、非一時的コンピ
ュータ可読媒体と、を含む。
【００１６】
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　第５の態様では、非一時的コンピュータ可読媒体が開示される。一実施例では、コンピ
ュータ可読媒体は、１つ又は複数の命令であって、プロセッサによって実行されると装置
に、（ｉ）１つ又は複数のコンテンツの塊を含むライブ・メディア・コンテンツを配信す
るように構成された動的に変化するマニフェストを含むネットワーク・ストリーム・マニ
フェストに従って、サービス・プロバイダ・ネットワークから１つ又は複数のコンテンツ
の塊をダウンロードさせ、（ｉｉ）ネットワーク・ストリーム・マニフェストに少なくと
も部分的に基づいてローカル・ストリーム・マニフェストを生成させ、（ｉｉｉ）１つ又
は複数のコンテンツの塊のそれぞれをローカル記憶装置に記憶させるように構成された１
つ又は複数の命令を含む。
【００１７】
　別の実施例では、コンピュータ可読媒体は、１つ又は複数の命令であって、プロセッサ
によって実行されると装置に、（ｉ）ローカル・ストリーム・マニフェストを取り出させ
、（ｉｉ）ローカル・ストリーム・マニフェストに従ってローカル・メモリから１つ又は
複数のコンテンツの塊を取り出させ、（ｉｉｉ）取り出された１つ又は複数のコンテンツ
の塊に少なくとも部分的に基づいてメディア・コンテンツ・ストリームを再構築させ、（
ｉｖ）メディア・コンテンツ・ストリームを表示させるように構成された１つ又は複数の
命令を含む。
【００１８】
　上記及びその他の態様は、本明細書に記載の開示に鑑みて考慮すれば明らかになるであ
ろう。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本開示において有用なパケット化されたコンテンツの配信ネットワーク・アーキ
テクチャの一例を示す機能ブロック図である。
【図２】本明細書に記載された様々な原理と関連して有用なパケット交換ネットワークの
例を示すグラフィック表現である。
【図３】ストリーミング・メディア・コンテンツを記録する方法の一実施例を示す論理流
れ図である。
【図４】ストリーム・マニフェストからストリーミング・メディア・コンテンツを再生す
る方法の一実施例を示す論理流れ図である。
【図５】本開示に従い構成された顧客施設内機器（ＣＰＥ）の一実施例を示す論理ブロッ
ク図である。
【図６】本明細書に記載された原理による、とともにストリーミング映像コンテンツをス
トリーム・マニフェスト・ファイルによって記録し、その後、ストリーム・マニフェスト
・ファイルから映像コンテンツを再生する方法の一例を示す論理流れ図である。
【００２０】
　すべての図面はTime Warner Enterprises LLCによって２０１４年に発行され、著作権
が宣言されている。本著作物についてのすべての権利が留保されている。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、図面を参照するが、図面中では同様の番号は同様の部分を指す。
【００２２】
　本明細書で使用する「アプリケーション」という用語は、特定の機能又は主題を実装す
る実行可能ソフトウェアの単位を一般に指すが、これには限定されない。アプリケーショ
ンの主題は、任意の数の分野及び機能（オンデマンド・コンテンツ管理、電子商取引トラ
ンザクション、仲介業務トランザクション、家庭用娯楽、計算機など）にわたって多種多
様であり、１つのアプリケーションが複数の主題を有してもよい。実行可能ソフトウェア
の単位は、一般に、所定の環境で実行され、例えば、単位は、ＪａｖａＴＶ（商標）環境
内で動作するダウンロード可能なＪａｖａ（登録商標）　Ｘｌｅｔ（商標）を含み得る。
【００２３】



(7) JP 6612768 B2 2019.11.27

10

20

30

40

50

　本明細書で使用する「クライアント装置」という用語は、セットトップ・ボックス（例
えばＤＳＴＢ）、ゲートウェイ、モデム、デスクトップかラップトップかその他であるパ
ーソナル・コンピュータ（ＰＣ）並びにミニコンピュータ、及びハンドヘルド・コンピュ
ータ、ＰＤＡ、パーソナル・メディア・デバイス（ＰＭＤ：personal media device）、
タブレット、「ファブレット」、及びスマートフォンなどのモバイル装置を含むが、これ
らには限定されない。
【００２４】
　本明細書で使用する「コーデック」という用語は、ＭＰＥＧ（例えばＭＰＥＧ－１、Ｍ
ＰＥＧ－２、ＭＰＥＧ－４／Ｈ．２６４など）、Ｒｅａｌ（ＲｅａｌＶｉｄｅｏなど）、
ＡＣ－３（オーディオ）、ＤｉＶＸ、ＸＶｉＤ／ＶｉＤＸ、Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）
　Ｍｅｄｉａ　Ｖｉｄｅｏ（例えばＷＭＶ７、８、９、１０又は１１）、ＡＴＩ　Ｖｉｄ
ｅｏコーデック、又はＶＣ－１（ＳＭＰＴＥ標準４２１Ｍ）ファミリのものなどを含むが
これらには限定されない、映像、音声又はその他のデータの符号化及び／又は復号アルゴ
リズム、処理、又は装置を指す。
【００２５】
　本明細書で使用する「コンピュータ・プログラム」又は「ソフトウェア」という用語は
、機能を実行する任意の順序ステップ、又は、人間若しくは機械が認識可能なステップを
含むものと意図される。そのようなプログラムは、例えば、Ｃ／Ｃ＋＋、Ｆｏｒｔｒａｎ
、ＣＯＢＯＬ、ＰＡＳＣＡＬ、アセンブリ言語、マークアップ言語（例えばＨＴＭＬ、Ｓ
ＧＭＬ、ＸＭＬ、ＶｏＸＭＬ）など、及び、コモン・オブジェクト・リクエスト・ブロー
カ・アーキテクチャ（ＣＯＲＢＡ：Common Object Request Broker Architecture）、Ｊ
ａｖａ（登録商標）（Ｊ２ＭＥ（登録商標）、Ｊａｖａ（登録商標）　Ｂｅａｎｓ（登録
商標）などを含む）などのオブジェクト指向環境を含む、実質的に任意のプログラミング
言語又は環境で表現され得る。
【００２６】
　「顧客施設内機器（ＣＰＥ）」という用語は、顧客又は加入者の施設内に位置し、ネッ
トワークに接続又はネットワークと通信する任意の種類の電子機器を指すが、これらには
限定されない。
【００２７】
　本明細書で使用する「デジタル・プロセッサ」という用語は、デジタル・シグナル・プ
ロセッサ（ＤＳＰ：digital signal processor）、縮小命令セット・コンピュータ（ＲＩ
ＳＣ：reduced instruction set computer）、汎用（ＣＩＳＣ）プロセッサ、マイクロプ
ロセッサ、ゲート・アレイ（例えばＦＰＧＡ）、ＰＬＤ、再構成可能コンピューティング
・ファブリック（ＲＣＦ：reconfigurable compute fabric）、アレイ・プロセッサ、及
び特殊用途向け集積回路（ＡＳＩＣ：application-specific integrated circuit）を含
むがこれらには限定されない、あらゆる種類のデジタル処理装置を一般的に含むことを意
味する。このようなデジタル・プロセッサは、１つの単体ＩＣダイ上に含まれていても、
複数の構成要素に分散されていてもよい。
【００２８】
　本明細書で使用する「ディスプレイ」という用語は、ＣＲＴ、ＬＣＤ、ＴＦＴ、プラズ
マ・ディスプレイ、ＬＥＤ（例えばＯＬＥＤ）、白熱及び蛍光装置、又はこれらの組合せ
／統合体を含むがこれらには限定されない、情報を表示するようになされた任意の種類の
装置を意味する。ディスプレイ装置は、例えばプリンタ、ｅインク装置などの、あまり動
的でない装置も含み得る。
【００２９】
　本明細書で使用する「ＤＯＣＳＩＳ」という用語は、例えばＤＯＣＳＩＳバージョン１
．０、１．１、２．０、３．０及び３．１を含む、データ・オーバ・ケーブル・サービス
・インターフェース標準（Data Over Cable Services Interface Specification）の任意
の既存の又は予定されている改訂を指す。
【００３０】
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　本明細書で使用する「ヘッドエンド」という用語は、クライアント装置を使用してＭＳ
Ｏクライアントらに番組編成を配信する運営業者（例えばＭＳＯ）によって制御されるネ
ットワーク・システムを一般的に指す。このような番組編成は、特に、無料テレビ・チャ
ンネル、有料テレビ・チャンネル、インタラクティブ・テレビ、及びインターネットを含
む、文字通り任意の情報供給元／受信先を含み得る。
【００３１】
　本明細書で使用する「Ｉｎｔｅｒｎｅｔ（インターネット）」及び「ｉｎｔｅｒｎｅｔ
（インターネット）」という用語は、インターネットを含むがこれに限定されない、ネッ
トワーク間を指すために両者区別なく使用される。
【００３２】
　本明細書で使用する「メモリ」という用語は、ＲＯＭ、ＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＤＲ
ＡＭ、ＳＤＲＡＭ、ＤＤＲ／２　ＳＤＲＡＭ、ＥＤＯ／ＦＰＭＳ、ＲＬＤＲＡＭ、ＳＲＡ
Ｍ、「フラッシュ」メモリ（例えばＮＡＮＤ／ＮＯＲ）、及びＰＳＲＡＭを含むがこれら
には限定されない、デジタル・データを記憶するようになされた任意の種類の集積回路又
はその他の記憶装置を含む。
【００３３】
　本明細書で使用する「マイクロプロセッサ」及び「デジタル・プロセッサ」という用語
は、デジタル・シグナル・プロセッサ（ＤＳＰ）、縮小命令セット・コンピュータ（ＲＩ
ＳＣ）、汎用（ＣＩＳＣ）プロセッサ、マイクロプロセッサ、ゲート・アレイ（例えばＦ
ＰＧＡ）、ＰＬＤ、再構成可能コンピュータ・ファブリック（ＲＣＦ）、アレイ・プロセ
ッサ、セキュア・マイクロプロセッサ、及び特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）を含むが
これらには限定されない、あらゆる種類のデジタル処理装置を含むことを一般的に意図し
ている。このようなデジタル・プロセッサは、１つの単体ＩＣダイ上に含まれていても複
数の構成要素に分散されていてもよい。
【００３４】
　本明細書で使用する「ＭＳＯ」又は「マルチプル・システム・オペレータ（multiple s
ystem operator）」という用語は、その媒体を介して番組及びデータを含むサービスを配
信するのに必要な基盤設備を有する、ケーブル、衛星又は地上波ネットワーク・プロバイ
ダを指す。
【００３５】
　本明細書で使用する「ネットワーク」及び「ベアラ・ネットワーク」という用語は、ハ
イブリッド・ファイバ同軸（ＨＦＣ）ネットワーク、衛星ネットワーク、電話会社ネット
ワーク、及びデータ・ネットワーク（ＭＡＮ、ＷＡＮ、ＬＡＮ、ＷＬＡＮ、各インターネ
ット、及びイントラネットを含む）を含むがこれらには限定されない、任意の種類の遠隔
通信ネットワーク又はデータ・ネットワークを一般的に指す。このようなネットワーク又
はその一部は、任意の１つ又は複数の異なるトポロジ（例えば、リング、バス、スター、
ループなど）、伝送媒体（例えば、有線／ＲＦケーブル、ＲＦ無線、ミリ波、光など）及
び／又は通信若しくはネットワーク・プロトコル（例えばＳＯＮＥＴ、ＤＯＣＳＩＳ、Ｉ
ＥＥＥ標準８０２．３、ＡＴＭ、Ｘ．２５、フレーム・リレー、３ＧＰＰ、３ＧＰＰ２、
ＷＡＰ、ＳＩＰ、ＵＤＰ、ＦＴＰ、ＲＴＰ／ＲＴＣＰ、Ｈ．３２３など）を使用すること
ができる。
【００３６】
　本明細書で使用する「ネットワーク・インターフェース」という用語は、ＦｉｒｅＷｉ
ｒｅ（例えばＦＷ４００、ＦＷ８００など）、ＵＳＢ（例えばＵＳＢ２）、Ｅｔｈｅｒｎ
ｅｔ（登録商標）（例えば１０／１００、１０／１００／１０００（ギガビットＥｔｈｅ
ｒｎｅｔ（登録商標））、１０－Ｇｉｇ－Ｅなど）、ＭｏＣＡ、Ｃｏａｘｓｙｓ（例えば
ＴＶｎｅｔ（商標））、無線周波数チューナ（例えば帯域内又はＯＯＢ、ケーブル／モデ
ムなど）、Ｗｉ－Ｆｉ（８０２．１１）、ＷｉＭＡＸ（８０２．１６）、Ｚｉｇｂｅｅ（
登録商標）、Ｚ－ｗａｖｅ、ＰＡＮ（例えば８０２．１５）、電力線搬送（ＰＬＣ）又は
ＩｒＤＡファミリのものなどを含むがこれらには限定されない、構成要素又はネットワー
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クとの任意の信号又はデータ・インターフェースを指す。
【００３７】
　本明細書で使用する「ＱＡＭ」という用語は、ケーブル・ネットワークを介して信号を
送信するために使用される変調方式を指す。このような変調方式は、ケーブル・ネットワ
ークの詳細に応じて任意のコンステレーション・レベル（例えばＱＰＳＫ、１６－ＱＡＭ
、６４－ＱＡＭ、２５６－ＱＡＭなど）を使用してよい。ＱＡＭは、このような方式に従
って変調された物理チャネルを指す場合もある。
【００３８】
　本明細書で使用する「サーバ」という用語は、形態を問わず、データ、ファイル、アプ
リケーション、コンテンツ又はその他のサービスを、コンピュータ・ネットワーク上の１
つ又は複数の他の装置又はエンティティに提供するようになされた任意のコンピュータ化
された構成要素、システム又はエンティティを指す。
【００３９】
　本明細書で使用する「ストレージ」という用語は、限定されることなく、コンピュータ
・ハード・ドライブ、ＤＶＲ装置、メモリ、ＲＡＩＤ装置又はアレイ、光媒体（例えばＣ
Ｄ－ＲＯＭ、レーザディスク、ブルーレイなど）、又は、コンテンツ若しくはその他の情
報を記憶することができる任意のその他の装置又は媒体を指す。
【００４０】
　本明細書で使用する「無線」という用語は、Ｗｉ－Ｆｉ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商
標）、３Ｇ（３ＧＰＰ／３ＧＰＰ２）、ＨＳＤＰＡ／ＨＳＵＰＡ、ＴＤＭＡ、ＣＤＭＡ（
例えばＩＳ－９５Ａ、ＷＣＤＭＡ（登録商標）など）、ＦＨＳＳ、ＤＳＳＳ、ＧＳＭ（登
録商標）、ＰＡＮ／８０２．１５、ＷｉＭＡＸ（８０２．１６）、８０２．２０、Ｚｉｇ
ｂｅｅ（登録商標）、Ｚ－ｗａｖｅ、狭帯域／ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭ、ＰＣＳ／ＤＣＳ、Ｌ
ＴＥ／ＬＴＥ－Ａ、アナログ・セルラー、ＣＤＰＤ、衛星システム、ミリ波又はマイクロ
波システム、音波、及び赤外線（すなわちＩｒＤＡ）を含むがこれらには限定されない、
任意の無線信号、データ、通信、又はその他のインターフェースを指す。
【００４１】
概要
　一態様では、コンテンツ配信ネットワーク（ＣＤＮ）からのストリーミング・メディア
・コンテンツを部分単位又は「塊」単位で記録し、ストリーム・マニフェスト・ファイル
を生成及び／又は記憶するメディア・クライアントが開示される。一実施例では、ライブ
・メディア・コンテンツ・ストリームの部分（又は塊）が、完全なコンテンツ・ストリー
ムが全体として圧縮されて記憶されることを必要とするよりもむしろ、後の再生のために
個別のコンテンツ要素として圧縮され、記憶される。このようにして、メディア・クライ
アントは制限されていないストリーム（例えばライブ映像コンテンツなど）を記録するこ
とができる。「塊化」された状態で記録する方が一般には、従来のコンテンツ記録方式よ
りは堅牢であり、中断及び／又は破損した塊は、他の塊の復号と干渉することなく後で容
易に修正、スキップ及び／又は差し替えすることができる。さらに、再生時、破損した又
は欠落した塊は他の塊の再生に悪影響を与えない。
【００４２】
　別の態様では、記憶された「塊化」メディア・コンテンツをストリーム・マニフェスト
・ファイルに基づいて再生するメディア・クライアントが開示される。一実施例では、記
憶された映像コンテンツ・ストリームの塊が、関連付けられたデータ構造（例えばストリ
ーム・マニフェスト・ファイル）内に格納された情報に基づいて、再生のために圧縮解除
される。マニフェスト・ファイル内に格納される情報の例としては、例えば暗号鍵、サポ
ートされている解像度、及びデジタル著作権情報が含まれ得る。
【００４３】
　ある実施例では、ビデオ・クライアントは、記憶された塊化映像コンテンツを増補する
ために、追加のデータを取り出すようにさらに構成されてもよい。例えば、高解像度（例
えば１９２０×１０８０）ディスプレイを備えたビデオ・クライアントは、以前に記録さ
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れた、より低解像度の記録（例えば６４０×４８０）の再生を試みる際に、欠けた及び／
又は差し替えの塊のためにストリーム・マニフェスト・ファイルを参照することができる
。適切な塊をダウンロードすることにより、ビデオ・クライアントは、所望の高解像度に
対応することができる。別の実例では、ビデオ・クライアントは、後の再生ごとの間、古
くなった又は以前に視聴された広告を動的に挿入及び差し替えしてもよく、広告を追跡及
び更新することにより、サーバ・プロバイダは、以前には不可能であったコマーシャルの
機会を実現することができる。
【００４４】
　例えば、要求されたコンテンツの再生に関する機能（例えば権限に基づく認証及び／又
は許可方式など）の有効化及び／又は無効化、コンテンツ品質アップグレードの提供、タ
ーゲットを絞った、又は特化調整された広告及び／又は番組などの提供のための、他の様
々な運営及び／又は業務関連の規則が開示されている。
【００４５】
　さらに、例えば、本明細書で開示されている様々な態様と整合するゲートウェイ、クラ
イアント装置、及び／又は１つ又は複数のネットワーク・エンティティなどにおいて、コ
ンテンツ保護方式を有利に採用することができる。
【００４６】
実施例の詳細な説明
　以下、本開示の装置及び方法の実施例について詳細に述べる。これらの実施例について
、マルチプル・システム・オペレータ（ＭＳＯ）、デジタル・ネットワーク機能、ＩＰ配
信機能、及び複数のクライアント装置／ＣＰＥを有する前述のハイブリッド・ファイバ同
軸（ＨＦＣ）ケーブル・アーキテクチャの文脈で説明するが、本開示の一般原理及び利点
は、デジタル・メディア・データ（例えばテキスト、映像及び／又は音声）を配信するよ
うに構成された他の種類のネットワーク及びアーキテクチャにも拡大適用可能である。そ
のような他のネットワーク又はアーキテクチャは、ブロードバンド、狭帯域、有線又は無
線、又はその他のものであってよい。
【００４７】
　また、顧客又は消費者（すなわち住居）エンド・ユーザ・ドメインにサービスを提供す
るネットワークの文脈で一般的に説明するが、本開示は、例えば商用／企業、及び行政／
軍用用途を含む他の種類の環境にも容易に適応化され得ることもわかるであろう。
【００４８】
　さらに、実施例について、主として６ＭＨｚのＲＦチャネルを備えたケーブル・システ
ムの文脈で説明するが、本開示は文字通り任意のネットワーク・トポロジ又はパラダイム
、及び任意の周波数／帯域幅又はトランスポート態様に適用可能であることに留意された
い。
【００４９】
　また、特定の態様について、周知のインターネット・プロトコル（特にＲＦＣ７９１及
び２４６０に記載されている）の文脈で主に説明するが、本開示は、記載の機能を実装す
るために他の種類のプロトコル（及び実際には、他の各インターネット及びイントラネッ
トを含むようにベアラ・ネットワーク）を使用してもよいことがわかるであろう。
【００５０】
　本開示のその他の特徴及び利点は、添付図面及び以下の実施例の詳細な説明を参照すれ
ば、当業者なら即座に認識するであろう。
【００５１】
ネットワーク・アーキテクチャ
　典型的な１つのコンテンツ配信ネットワーク構成において、１つ又は複数のコンテンツ
供給元から１つ又は複数の配信サーバを介して顧客施設内機器（ＣＰＥ）にコンテンツが
提供される。一実装形態では、配信サーバとＶＯＤサーバとＣＰＥとは、ベアラ（例えば
ＨＦＣ又は衛星）ネットワークを介して接続されている。ネットワーク・ヘッドエンド（
上記の構成要素のうちの様々なものを含む）も、ゲートウェイ又はその他の同様のインタ
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ーフェースを介して、インターネットなどの管理されていない外部インターネットワーク
に接続されることができる。
【００５２】
　本明細書に記載のＣＰＥは、配信サーバなどのネットワーク側エンティティによるアク
セスが可能な「顧客の施設内」（又は、配信サーバにとってローカルかリモートかを問わ
ず、その他の場所）にある任意の機器を含む。以下で詳述するように、一実施例では、Ｃ
ＰＥはＩＰ対応ＣＰＥと、ゲートウェイ又は特別に構成されたモデム（例えばＤＯＣＳＩ
Ｓケーブル又は衛星モデム）とを含んでよい。
【００５３】
　典型的なヘッドエンド・アーキテクチャは、課金モジュールと、加入者管理システム（
ＳＭＳ：subscriber management system）と、ＣＰＥ構成管理モジュールと、ケーブル・
モデム終端システム（ＣＭＴＳ：cable-modem termination system）と、ＯＯＢシステム
とを、これら様々な構成要素を互いにデータ通信させるＬＡＮに加えて含み得る。
【００５４】
　本例示のヘッドエンド・アーキテクチャは、ネットワークに結合され、ネットワークを
介した送信のためにコンテンツを処理又は調整するようになされたマルチプレクサ・エン
クリプタ・モジュレータ（ＭＥＭ：multiplexer-encrypter-modulator）をさらに含む。
（ＬＡＮに結合された）配信サーバが、１つ又は複数のファイル・サーバを介してＭＥＭ
及びネットワークにアクセスすることができる。複数のチャネルにわたって情報が搬送さ
れ、したがって、ヘッドエンドは、様々な情報源から搬送チャネルのための情報を取得す
るようになされている。典型的には、ヘッドエンドからＣＰＥへ（「ダウンストリーム」
）配送されているチャネルはヘッドエンドにおいて多重化され、様々な介在ネットワーク
構成要素を介して隣接ハブに送信される。
【００５５】
　適切なサービス・グループに関連付けられた各ダウンストリーム（帯域内）チャネルで
コンテンツ（例えば音声、映像、データ、ファイルなど）が供給される。ヘッドエンド又
は仲介ノード（例えばハブ・サーバ）と通信するために、ＣＰＥは帯域外（ＯＯＢ）又は
ＤＯＣＳＩＳチャネル及び付随するプロトコルを使用することができる。ダウンストリー
ムとアップストリームの両方の例示のネットワーク・プロトコルは、ＯＣＡＰ１．０（及
びそれ以降）の仕様で規定されているが、本開示はこれらの例示の手法にはまったく限定
されない。
【００５６】
　光伝送リングも高密度波長分割多重（ＤＷＤＭ：dense wave division multiplexed）
光信号をネットワーク内の各ハブに効率的に配信するために一般的に使用されている。
【００５７】
　別の実装形態では、「スイッチド・デジタル・ビデオ（switched digital video）」又
は「ＳＤＶ」とも呼ばれるいわゆる「ブロードキャスト・スイッチド・アーキテクチャ（
ＢＳＡ：broadcast switched architecture）」を使用してもよい。スイッチング・アー
キテクチャにより、通常のデジタル放送番組の帯域幅の使用効率を向上させることができ
る。理想的には、加入者は、スイッチド・ネットワークと通常のストリーミング放送配信
とを使用して配信された番組の相違に気が付かない。
【００５８】
　典型的には、ＢＳＡモデルでは、ヘッドエンドは、様々なサービス群へのブロードキャ
スト・ストリームを選択的に切り換えるために使用される、ハブ・サイトにあるダウンス
トリーム又はエッジ・スイッチング装置の制御と供給とを、それぞれ協調して行うスイッ
チド・ブロードキャスト制御とメディア経路の機能を備える。ハブ・サイトにはＢＳＡ又
はＳＤＶサーバも配置され、（ヘッドエンドにおける管理エンティティともに）スイッチ
ング及び帯域幅の保全に関する機能を実装する。
【００５９】
　図１を参照すると、パケット化コンテンツの最適化された配信を行うための例示のネッ
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トワーク・アーキテクチャが示されている。デジタル通信技術分野で周知の種類の他のプ
ロトコル及びトランスポート機構を使用してもよいが、オンデマンド及び放送コンテンツ
（例えば映像番組）に加えて、図１のシステムは、インターネット・プロトコル（ＩＰ）
を使用してインターネット・データ・サービスも配信する。これに代えて、又はこれに加
えて、ネットワーク１００は、例えば、高密度波長分割多重（ＤＷＤＭ）、同期型光ネッ
トワーク（ＳＯＮＥＴ）トランスポート技術又はギガビットＥｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標
）トランスポートを使用する、当技術分野で既知の種類の光ファイバ・ネットワークを含
むこともできる。
【００６０】
　配信パラダイムの一例では、ＭＰＥＧ方式の映像コンテンツが、映像が、ＭＰＥＧ（又
はＨ．２６４若しくはＡＶＣなどのその他の映像コーデック）を介してＩＰを介したＭＰ
ＥＧを含む適切なトランスポート手段（例えばＤＯＣＳＩＳチャネル）を介して、ユーザ
ＰＣ（又はＩＰ方式のＣＰＥ）に伝送されて、配信される。すなわち、上位層のＭＰＥＧ
又はその他の符号化コンテンツが、ＩＰプロトコルを使用してカプセル化され、次に、多
重化マルチプログラム・トランスポート・ストリーム（ＭＰＴＳ：multi-program transp
ort stream）を介すなどのＲＦチャネル又はその他のトランスポート手段を介した配信の
ために、当技術分野で周知の種類のＭＰＥＧパケット化を使用する。このように、通常の
放送配信との並列配信モードが存在し、例えば、ケーブルのパラダイムでは、ユーザのＳ
ＴＢ又はテレビ視聴用のその他の受像装置のチューナへ従来のダウンストリームＱＡＭを
介してと、パケット化されたＩＰデータとしてＤＯＣＳＩＳ　ＱＡＭを介し、ユーザのケ
ーブル・モデムを介してユーザのＰＣ又はその他のＩＰ対応装置への両方の映像コンテン
ツの配信である。このようなパケット化モードでの配信は、ユニキャスト、マルチキャス
ト、又はブロードキャストとすることができる。非ＤＯＣＳＩＳ　ＱＡＭを介してＩＰカ
プセル化データの配信も行われ得る。ローカル及び地域番組、又はその他の種類のコンテ
ンツを含むテレビ番組の集約はヘッドエンドで行われ、ここではこれらの番組が適切なト
ランスポート形式に変換され、ダウンストリームＣＰＥへの配信のための「番組編成表」
が作成される。
【００６１】
　本実施例のＣＰＥは、それらが扱う加入者施設／アドレスに宛てられたＩＰパケットが
ないか、割り当てられた特定のＲＦチャネルを（ポート又はソケットＩＤ／アドレス又は
その他の同様な機構を介すなどして）監視するようにそれぞれ構成される。
【００６２】
　ＭＳＯネットワークから要求が発信されると、パケット・コンテンツ（例えばＩＰＴＶ
コンテンツ）の搬送のために「パケット最適化」配信ネットワークが使用される。図１に
示すように、特許文献１として公開されている、２０１０年４月２１日に出願された、「
METHODS AND APPARATUS FOR PACKETIZED CONTENT DELIVERY OVER A CONTENT DELIVERY NE
TWORK」という名称の共同所有の同時係属米国特許出願番号第１２／７６４，７４６号に
記載されているように、共通制御プレーンとサービス配信プラットフォーム（ＳＤＰ）と
を備えたＩＭＳ（ＩＰマルチメディア・サブシステム）ネットワークを使用してもよい。
このようなネットワークは、ユニキャスト又はマルチキャスト・モデル、ＩＰパケット化
コンテンツ・ストリーム用のサービス品質（ＱｏＳ：quality-of-service）、サービス融
合及び「マッシュアップ」などに応じた、異なるサービス、実装形態及びコンテンツ配信
セッションの管理の共通制御という点で大幅な向上をもたらしているが、本開示の様々な
特徴は、前述のアーキテクチャのいずれにも決して限定されるものではないことは理解さ
れよう。
【００６３】
　このスイッチド・デジタル態様では、インターネット・サービスに関連するＩＰパケッ
トがエッジ・スイッチによって受信され、ケーブル・モデル終端システム（ＣＭＴＳ）に
転送される。ＣＭＴＳはパケットを調べ、ローカル・ネットワーク宛てのパケットをエッ
ジ・スイッチに転送する。他のパケットは廃棄されるか、又は別の構成要素に送られる。
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【００６４】
　エッジ・スイッチは、ＣＭＴＳから受信したパケットを、１つ又は複数の物理（ＱＡＭ
変調ＲＦ）チャネルでパケットをＣＰＥに送信するＱＡＭモジュレータに転送する。ＩＰ
パケットは、典型的には、放送される映像及び音声番組に使用されるＲＦチャネルとは異
なるＲＦチャネルで送信されるが、これは必須要件ではない。上述のように、ＣＰＥは、
それらが扱う加入者施設／アドレス宛てのＩＰパケットがないか、割り当てられた特定の
ＲＦチャネルを（ポート又はソケットＩＤ／アドレス又はその他の同様の機構を介するな
どして）監視するようにそれぞれ構成される。
【００６５】
メディアを記録するためのパケット化コンテンツ配信ネットワーク・アーキテクチャ
　図２を参照すると、本開示において有用なパケット交換ネットワークの構成例が示され
ている。インターネット・プロトコル・テレビジョン（ＩＰＴＶ：Internet Protocol Te
levision）の文脈で説明するが、本開示の原理は他のトランスポート方式及びネットワー
ク・パラダイムにも拡大適用可能であることは理解されよう。
【００６６】
　図２のネットワーク２００は、図１に関して説明した帯域内コンテンツ配信システムと
論理的に「並行して」有効に動作し、多くの共通要素を共用する。これは、放送テレビ番
組などのコンテンツを受信するために、コンテンツ（例えばケーブル）ネットワーク内に
配備されたデジタル衛星受信機２０２と、アナログ衛星受信機２０４と、オフエア受信機
２０６とを含む。このコンテンツは、次に、ケーブル・ネットワークを介して配信される
。ＩＰＴＶネットワークに関しては、受信機２０２を介して受信されたデジタル衛星フィ
ードが、着信デジタル映像ストリームを映像ストリーミング・サーバにロードするのに適
した形式にトランスコード／変換し又はその他の処理を施すために、１つ又は複数のデジ
タル番組を１つ又は複数のビデオ・エンコーダ２１８に供給するビデオ・マルチプレクサ
２１０に送られる。
【００６７】
　また、本開示によると、エンコーダ２１８はさらに、ライブＩＰコンテンツ・ストリー
ムから複数のコンテンツの塊を生成するためにも使用することができる。塊は、所定の長
さのものとすることができる。また、エンコーダ２１８において、塊を記述するメタデー
タが生成されてもよい。本明細書に記載のように、ファイルの塊はネットワーク・ストリ
ーム・マニフェスト・ファイルの生成の基礎を成す。一変形例では、ネットワーク・スト
リーム・マニフェストは、映像ストリーミング・サーバ２２２で生成される。しかし、上
記の機能は他の様々なネットワーク・エンティティにおいて実行されてよく、上記は例示
に過ぎないものと理解される。
【００６８】
　映像ストリーミング・サーバ２２２は、（ケーブル・ネットワークの文脈では、特に、
ＣＰＥと前述のＣＭＴＳとの間の同軸「引き込みケーブル」を含み得る）コンテンツ配信
ネットワーク２１６に接続される。コンテンツ配信ネットワーク２１６に接続される他の
アーキテクチャ要素は、図２では「他の関連サーバ」２２４として示されている。クライ
アント装置２２０（ケーブル・モデム、アクセス・ポイント（ＡＰ：access point）と通
信する無線ユーザ装置又はゲートウェイなどに接続されたＰＣ）が、コンテンツ配信ネッ
トワークに接続され、特に、映像信号の復号及び表示の機能を実行する。
【００６９】
　様々なコンテンツ供給元が、ＣＰＥ２２０へのネットワークを介した配信のためにコン
テンツ・サーバ（映像ストリーミング・サーバ２２２又はその他の関連サーバ２２４を含
み得る）にコンテンツを供給する。例えば、２０１５年３月３１日に特許文献２として発
行されている、２０１０年７月２２に出願された、「APPARATUS AND METHODS FOR PACKET
IZED CONTENT DELIVERY OVER A BANDWIDTH-EFFICIENT NETWORK」という名称の共同所有の
同時係属米国特許出願番号第１２／８４１，９０６号において論じられているように、ロ
ーカル、地域又はネットワークのコンテンツ・ライブラリからコンテンツを受信すること
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ができる。或いは、サード・パーティ・コンテンツ供給元からだけでなく、線形アナログ
又はデジタル・フィードからコンテンツが受信されてもよい。インターネット・コンテン
ツ供給元（例えばウェブ・サーバなど）が、パケット化コンテンツ・サーバにインターネ
ット・コンテンツを供給する。ボイス・オーバＩＰ（ＶｏＩＰ：voice over IP）及び／
又はＩＰＴＶコンテンツなど、他のＩＰコンテンツもパケット化コンテンツ・サーバで受
信され得る。加入者及び非加入者装置からもコンテンツ（例えば、ＰＣ又はスマートフォ
ンから発信されるユーザ作成映像）が受信され得る。一実施例では、コンテンツ・サーバ
とパケット化コンテンツ・サーバの両方の機能が単一のヘッドエンド・サーバ・エンティ
ティに統合されてもよい。
【００７０】
　別の実施例では、特許文献３として公開されている、２０１１年８月１９日に出願され
た、「APPARATUS AND METHODS FOR REDUCED SWITCHING DELAYS IN A CONTENT DISTRIBUTI
ON NETWORK」という名称の、共同所有の同時係属米国特許出願番号第１３／２１３，８１
７号で開示されているものと同様のアーキテクチャを使用してもよい。そこで記載されて
いるように、ヘッドエンドに配置された中央メディア・サーバを、（ｉ）需要のより少な
いサービス用の一次供給元として、及び（ｉｉ）ＰＶＲ（パーソナル・ビデオ・レコーダ
（personal video recorder））機能によりリアルタイムの一元的に符号化された番組の
供給元としての、ハブ・メディア・サーバの設置済みバックアップとして使用することが
できる。サーバを各ハブ局に分散することにより、中央ヘッドエンド・メディア・サーバ
からのＶＯＤサービス配信に関連するファイバ・トランスポート・ネットワークの規模が
縮小されるので有利である。したがって、各ユーザは少なくとも２つのサーバ上にあるい
くつかのサーバ・ポートにアクセスすることができる。各ユーザへのコンテンツ及びデー
タの配信のために複数の経路及びチャネルが利用可能であり、高いシステム信頼性と強化
された資産可用性が保証される。大規模なコンテンツ配信ネットワークの必要性が低減さ
れることと、（ハブ・サーバが記憶及び配信しなければならないコンテンツがより少ない
ために）ハブ・サーバの必要記憶容量が低減されることにより、大幅な費用便益が得られ
る。
【００７１】
　また、本開示と両立して、異種又は混在サーバ手法を使用することができることも認識
されるであろう。例えば、１つのサーバ構成又はアーキテクチャをケーブル、衛星、ＨＦ
Ｃｕなどの加入者ＣＰＥ方式のセッション要求に応じるために使用することができると同
時に、異なる構成又はアーキテクチャを、モバイル・クライアント要求に応じるために使
用することができる。同様に、コンテンツ・サーバは、単一用途／専用（例えば、所定の
サーバが特定の種類の要求に応じることのみに専従している場合）とし、又は、複数用途
（例えば、所定のサーバが複数の異なる要求元からの要求に応じることができる場合）と
することができる。
【００７２】
　別の実施例では、ＩＰデータ・コンテンツとＩＰパケット化音声／映像コンテンツの両
方が、１つ又は複数のユニバーサル・エッジＱＡＭ装置を介してユーザに配信される。こ
の実施例によると、コンテンツのすべてが、施設ゲートウェイ（図示せず）によって受信
され、それと通信する１つ又は複数のＣＰＥ２２０に配信されるＤＯＣＳＩＳチャネルで
配信される。或いは、ＣＰＥ２２０は、ゲートウェイ又はその他の仲介の必要なしにＩＰ
コンテンツを直接受信するように構成されてもよい。補完又はバックアップ機構として、
前述のように音声／映像コンテンツをダウンストリーム（帯域内）チャネルで、すなわち
従来の「映像」帯域内ＱＡＭを介して供給してもよい。このようにして、共通利用可能に
されたデジタル・セットトップ・ボックス（ＤＳＴＢ）又はその他のＣＰＥは、ＤＯＣＳ
ＩＳ　ＱＡＭを介したそれぞれのＩＰセッションが何らかの理由で中断された場合に、新
しい（帯域内）ＲＦ映像ＱＡＭに容易に同調することができる。これは、（例えば、自律
的に、又はヘッドエンド若しくはその他のアップストリーム・エンティティから受信した
信号に基づいて、又は例えばＤＳＴＢ若しくはその他のＣＰＥの適切な機能を選択するこ
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とによる施設内のユーザの指示により）ＣＰＥ内の適切な論理を介して実現されてもよい
。
【００７３】
　本開示と両立して、上述のＩＰＴＶネットワークのいくつかの異なる構成が可能である
ことがわかるであろう。例えば、図２に示すビデオ・エンコーダ２１８は、同じコンテン
ツのために１つ又は複数のビット・ストリームを生成するように構成されてもよい。その
ようなビット・ストリームは、ＩＰネットワークを介した送信に対する適合性に応じて異
なるビットレート（例えば、ダイヤルアップ、ＤＳＬ及びケーブル・モデムＩＰサービス
などの様々なレート・サービスのための、それぞれ、低、中、及び高ビットレート・スト
リーム）、及び／又は、Ｒｅａｌ又はＭＰＥＧ又はＷｉｎｄｏｗｓ（登録商標）　Ｍｅｄ
ｉａ　Ｐｌａｙｅｒ（ＷＭＰ）などの音声／映像符号化標準に準拠した異なる符号化形式
を有することができる。
【００７４】
　別の変形例では、特許文献４として公開されている、２００４年１２月１５日に出願さ
れた、「METHODS AND APPARATUS FOR WIDEBAND DISTRIBUTION OF CONTENT」という名称の
、共同所有の同時係属米国特許出願番号第１１／０１３，６７１号に記載のように、ヘッ
ドエンドとＣＰＥ２２０の両方における要素が、多重化広帯域コンテンツとレガシー・コ
ンテンツの両方を送受信するために送信基盤を使用するように特別に適合化される。そこ
で論じられているように、ＣＰＥ２２０又はゲートウェイは、装置が適切な物理搬送波の
すべてから同時に信号を受信することができるようにする複数のチューナ（又は単一の広
帯域チューナ）を含むように構成されてもよい。搬送波は復調され、チャネル・ベースの
暗号解除及び基本的な逆多重化（再結合）が行われる。多重化されている場合、ストリー
ムは次に、統計的多重化内にあるすべてのストリームを逆多重化するトランスポート・デ
マルチプレクサに送られる。
【００７５】
　別の変形例では、ＩＰサイマルキャスト・コンテンツ及び既存のオンデマンド、音声、
及びブロードキャスト・コンテンツがすべてヘッドエンド・スイッチ装置（図示せず）に
供給される。ヘッドエンド・スイッチは次に、そのコンテンツを１つ又は複数の配信ハブ
に供給するために光リングに供給する。ＩＰサイマルキャスト・コンテンツは、例示の一
実装形態では、ＩＰＴＶサーバにおける複数のコンテンツ供給元から取り出される。
【００７６】
　ＩＰパケット・コンテンツは、ユニバーサル・エッジＱＡＭとエッジ・ネットワークと
を介して加入者装置に送信される。ＩＰ映像（「サイマルキャスト」）コンテンツは、Ｄ
ＯＣＳＩＳ　ＱＡＭを介してコンテンツを受信可能なクライアント装置に提供される。例
えば、前述のゲートウェイ装置（ＩＰ対応装置などの先進型ＣＰＥに加えて）がＩＰサイ
マルキャストを受信し得る。レガシーＣＰＥ（すなわち非ＩＰ対応装置）は、ゲートウェ
イ装置を介して、又は音声／映像「バックアップ」ＭＰＥＧトランスポート・ストリーム
を介して、コンテンツを受信し得る。
【００７７】
　さらに、無線技術分野において現在普及している種類のＷｉＭＡＸ配信ハブを介して、
様々なワイマックス（ＷｉＭＡＸ：Worldwide Interoperability for Microwave Access
）対応モバイル装置（例えばＰＭＤ又は非レガシーＣＰＥ）にコンテンツが配信されても
よいものと理解される。ＷｉＭＡＸは、（ＷＬＡＮ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）又
はＰＡＮなどの短距離技術と比較して）より長距離にわたる高スループットのブロードバ
ンド接続を提供する無線技術である。ＷｉＭＡＸは、「ラストマイル」ブロードバンド接
続、セルラー・バックホール、ホットスポット・カバレッジ並びに高速企業接続、及び、
モバイル装置へのブロードバンド配信を含む、多くの用途に使用可能である。
【００７８】
　さらに、前述のＷｉＭＡＸ技術は、元々ある有線又は光配信ネットワーク基盤にかかわ
りなく、コンテンツが配信ハブからゲートウェイ又はＣＰＥに無線で配信されるように、
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ＷｉＭＡＸ対応ゲートウェイ（図示せず）又はＣＰＥとともに使用することができる。
【００７９】
　コンテンツは、ＣＰＥ２２０において前述のコンテンツの塊の形態で受信される。以下
で詳述するように、ＣＰＥにおいてローカル・ストリーム・マニフェストを生成するため
に、塊に関するメタデータ及び／又はネットワーク・ストリーム・マニフェストが使用さ
れる。
【００８０】
　一実施例では、ゲートウェイ装置は、他のクライアント装置（他のＣＰＥ及びＰＭＤな
ど）のために、ＩＰコンテンツへのゲートウェイとしての役割を果たす。ゲートウェイ装
置は、他の装置と無線通信するためにＷｉ－Ｆｉ機能（その備えがある場合）を使用する
だけでなく、１つ又は複数の接続されたＣＰＥと通信してよい。また、本開示は、より低
い帯域幅用途向けのＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）（又はより広い帯域幅用途用のＵＷ
Ｂ／ＰＡＮ）などの１つ又は複数の短距離無線リンクを備えて構成可能であることが認識
されるであろう。
【００８１】
　別の実施例では、第１のユーザＣＰＥ２２０において受信されたコンテンツを、ピアツ
ーピア（Ｐ２Ｐ）方式で他の施設のＣＰＥ２２０に送信することができる。例えば、第１
のコンテンツが第１のＣＰＥ２２０において要求され、受信される。次に、（同じ地域又
は区域内の）第２のＣＰＥ２２０が同じコンテンツを要求すると、要求している第２の装
置であるＣＰＥ２２０がそのコンテンツを受信する権限があるということと、そのコンテ
ンツが第１のＣＰＥ２２０において入手可能であるということを決定するために、その要
求がヘッドエンド・エンティティ（図示せず）、又はピア・プロキシとして機能するゲー
トウェイによって検査される。ヘッドエンド・エンティティは、許可された第２のＣＰＥ
２２０と要求されたコンテンツを有するＣＰＥ２２０との間にピアツーピア通信が確立さ
れるように指示する。本明細書では、単一のＣＰＥ２２０が第２のＣＰＥ２２０にコンテ
ンツを供給するという文脈で説明しているが、コンテンツを手元に有するいくつかのＣＰ
Ｅ２２０が、そのコンテンツを１つ又は複数の第２のＣＰＥ２２０に同時配信するために
接触されてもよいことが理解される。そのような一実装形態では、特許文献５として公開
されている、２００７年３月２０日に出願された、「METHOD AND APPARATUS FOR CONTENT
 DELIVERY AND REPLACEMENT IN A NETWORK」という名称の、共同所有の同時係属米国特許
出願番号第１１／７２６，０９５号で開示されているピアツーピア通信方法及び装置を、
本開示とともに使用することができる。そこに記載のように、これらのＰ２Ｐ方法及び装
置は、加入者又はその他のユーザが希望するときに所望のコンテンツを受信し、アクセス
できるように保証するという点と、（ストリーミング配信された番組全体、放送、又はダ
ウンロードされたもの全体も含む）そのコンテンツの破損又は欠落部分をシームレスに修
復又は再構築するという点で、ネットワークの「堅牢さ」又は能力も向上させるので有利
である。
【００８２】
　さらに、コンテンツの配信は、「オフネット」配信ハブ（図示せず）から別のネットワ
ーク（図示せず）への、ＭＳＯに関連することのない、配信を含み得るものと理解される
。この実施例では、要求元装置（ＣＰＥ又はゲートウェイなど）がローカル・ヘッドエン
ドに、コンテンツはＭＳＯによって維持されるネットワーク（「オンネット」）と「オフ
ネット」ネットワークの両方を介して有利に送信されるコンテンツを要求してもよい。
【００８３】
方法
　上記で言及したように、本開示の様々な実施例は、（ｉ）１つ又は複数のデータ構造（
例えばストリーム・マニフェスト・ファイル）を介してネットワーク内にストリーミング
・メディア・コンテンツを記録し、（ｉｉ）そのデータ構造からメディア・コンテンツを
後で再構築するための方式を対象としている。
【００８４】
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　次に図３を参照すると、ストリーム・マニフェスト・ファイルなどのデータ構造を介し
て、ローカル装置においてストリーミング・メディア・コンテンツを記録する方法３００
の一実施例が開示されている。
【００８５】
　この方法３００のステップ３０２で、メディア・クライアント装置がサービス・プロバ
イダからネットワーク・ストリーム・マニフェスト（「再生リスト」とも呼ばれる）を受
信する。一実施例では、メディア・クライアント装置は、携帯型装置である。携帯型装置
の一般的な例としては、タブレット、ファブレット、スマートフォン、スマートテレビ（
ＴＶ）、デスクトップ及びラップトップ・パーソナル・コンピュータ（ＰＣ）、及びポー
タブル・メディア・プレーヤが含まれるが、これらには限定されない。他の実施例では、
メディア・クライアント装置は、ファイル・サーバを含むことがあり、ファイル・サーバ
は、商業用途と住宅用途の両方で一般的である。例えば、加入者は、メディア・ファイル
を再生可能であるが加入者の他の民生用電子機器（例えばスマートフォン及びタブレット
）にもサービスを提供するＰＣを有している場合がある。
【００８６】
　一実施例では、ネットワーク・ストリーム・マニフェストは、メタデータと、メディア
の塊の項目のリストとを含む。メタデータとは、メディア・クライアント装置がメディア
の塊を解釈し、又はさもなければ管理するために使用する情報を指す（メタデータは、口
語的表現では「データに関するデータ」とも呼ばれる）。メタデータの一般的な例として
は、例えばバージョン情報、プロトコル、ファイル形式、サポートされているコーデック
、解像度、暗号化、時間情報（送信時刻、提示時刻、タイムスタンプなど）、地理情報（
制限された場所、提示のための場所など）、コンテンツ・タイプ標識、同期情報、制御デ
ータなどがある。言い換えると、メタデータはメディアの塊について記述し、メディアの
塊を判定し又はさもなければ利用する際の参照ファイルとして使用することができる。
【００８７】
　一実装形態では、マニフェスト内のメディアの塊の項目のリストは、メディア・コンテ
ンツの対応する塊のアクセス及び／又はダウンロードが可能なネットワーク・アドレスの
リストを含む。例えば、メディアの塊の項目のそれぞれはユニフォーム・リソース・ロケ
ータ（ＵＲＬ：Uniform Resource Locator）によりリストされてもよい。ある実施例では
、項目はコンピューティング・リソースの「パス」の形式であってもよい。コンピューテ
ィング・パスは、絶対（すなわち、パスはファイル構造内の塊の完全に修飾された固有の
位置を示す）又は相対（すなわち、パスはファイル構造内の塊の相対的位置を示す）とす
ることができる。さらに、ある実施例では、項目は、その項目の少なくとも一部がさらに
解釈を必要とする（すなわち人間に読めない）ような、記号形式であってもよい。この一
般的な例としては、例えばハイパーテキスト・マークアップ言語（ＨＴＭＬ：HyperText 
Markup Language）タグ、プロプラエタリ・タグ、Ｊａｖａ（登録商標）、Ｊａｖａｓｃ
ｒｉｐｔ（登録商標）などが含まれ得る。さらに、ある実装形態は、様々な動作モデルに
柔軟に対応するために、前述の技術のいずれをも置き換え又は混合することができる。
【００８８】
　例えば、ある場合には、サービス・プロバイダ又はＭＳＯが、特徴的なＵＲＬ（例えば
www.timewarnercable.com）によって表された単一の論理エンティティ（単一のネットワ
ーク・ドメイン）として表される。他の実施例では、サービス・プロバイダは、複数の論
理エンティティの複合体であってもよい。複数の論理エンティティは、様々なネットワー
ク資源を介してサービスをさらに配信したり、パートナー会社又はプロバイダによって提
供される追加機能を可能にしたりするのに有用な場合がある。ネットワーク資源の一般的
な例としては、例えば、放送、マルチキャスト、ビデオ・オンデマンド、広告サービス、
ローカル・サービスなどがある。例えば、ストリーム・マニフェスト・ファイルの一例は
、www.timewarnercable.com、vod.timewarner.com（ビデオ・オンデマンド・サービス）
、www.nhk.jp（サード・パーティ・コンテンツ）、www.adserver.com（サード・パーティ
広告サービス）などからの項目を含んでもよい。
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【００８９】
　別の実例では、メディアの塊のリストは、広告の挿入及び／又は相補的な番組の実行を
可能にするように構成された、ＨＴＭＬタグ又はＪａｖａｓｃｒｉｐｔ（登録商標）によ
ってさらに区切られたＵＲＬリンクのリストを含んでもよい。例えば、ビデオ・クライア
ントは、例えば既定の放送コマーシャルではなく、特別あつらえのローカルに記憶された
広告をコマーシャル休憩の代わりに入れてもよい。他の実施例では、ビデオ・クライアン
トは、加入者がコマンドを実行するか、又はさもなければフィードバックを提供する（例
えばピザを注文する、リアリティ・ショーに投票するなど）ことができるようにするＪａ
ｖａｓｃｒｉｐｔ（登録商標）アプレットを実行してもよい。
【００９０】
　本実施例では、メディアの各塊は、メディア・コンテンツの符号化された（及び必要に
応じて暗号化された）小区分又はセグメントである。（必要であれば暗号解除された）メ
ディアの塊は、適切な順序で復号され再生されると、元のメディア・コンテンツを表す。
一実装形態では、メディアの各塊は、特定の解像度、コーデック、及びタイムスタンプに
関連付けられた映像の一部を表す。メディアの塊はタイムスタンプの順序に従って組み立
てられる。
【００９１】
　しかしながら、別の実施例では、時間に基づかないセグメントがマニフェストにおいて
使用されてもよい。例えば、再生が、ファイル名の暗黙的に示された意味又はタイムスタ
ンプ値によってではなくシーケンスの文脈に従って行われてもよい。映像セグメントの真
の継続時間はその内容と、マニフェストでは示されていなくてもよい提示タイムスタンプ
（ＰＴＳ）とに基づいている。マニフェスト内の次のファイルのシーケンスは、単純に次
にくるものである。具体的には、マニフェスト内のＴＳファイルには、１．ｔｓ、２．ｔ
ｓ、３．ｔｓ、など．．．又はＡ．ｔｓ、Ｂ．ｔｓ、若しくはＣ．ｔｓなど、任意のスキ
ーマを使用することができる。
【００９２】
　本開示は映像コンテンツであるメディアの塊に着目しているが、本明細書に記載の様々
な態様は、他の種類のコンテンツにも広く適用されるものと理解される。一般的な例とし
ては、音声コンテンツ、データ及びテキスト・コンテンツ、インターネット・トラフィッ
ク、ゲーム・トラフィックなどがある。
【００９３】
　一実装形態では、ネットワーク・ストリーム・マニフェストは、連続して順序づけられ
た固定数のコンテンツの塊の項目を有する。例えば、典型的な再生リストは、１分間の映
像を表現する、映像コンテンツの６秒の塊１０個から成る。それぞれの塊が再生されると
、（先入れ先出し（ＦＩＦＯ：First-In-First-Out）バッファと同様に）後続の塊が追加
される。他の実装形態は、拡大若しくは縮小してもよく、又は例えば様々なネットワーク
の考慮事項に従って不連続の順序づけを有してもよい。例えば、ネットワーク・ストリー
ム・マニフェストは、利用可能なサーバ、利用可能な帯域幅などに基づいて長さを動的に
調整してもよい。他の事例では、ネットワーク・ストリーム・マニフェストは、（例えば
番組コンテンツ用の）第１の部分と、（例えば広告用の）バックグラウンド・ローディン
グのための第２のより優先順位の低い部分とを有してもよい。複数の異なる技術及び／又
は解像度をサポートするストリームの場合、ストリーム・マニフェストは、各ストライプ
又は部分が特定の技術又は解像度に関連付けられた状態で「ストライプ化」されるか又は
複数の部分に分割されてもよい。
【００９４】
　別の実施例では、装置及び／又はネットワーク・エンティティがマニフェストをリアル
タイムで、すなわち、ライブ・コンテンツが表示又はレンダリングされるにしたがって、
生成してもよい。
【００９５】
　図３に戻って参照すると、方法３００のステップ３０４で、メディア・クライアント装
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置は、ネットワークにおいて生成され、記憶されたネットワーク・ストリーム・マニフェ
ストに従って、サービス・プロバイダから１つ又は複数のコンテンツの塊を受信する。ネ
ットワーク・ストリーム・マニフェストは、適切なコンテンツの塊を識別して要求元装置
に配信するために、ネットワークによって使用される。一実施例では、１つ又は複数のコ
ンテンツの塊は、ＭＳＯにおけるサーバからストリーム配信される。ある変形例では、ス
トリーム配信は１つ又は複数のサービス品質（ＱｏＳ）保証に従うか、又は他のネットワ
ーク・トラフィックよりも優先されてもよい。他の実施例では、１つ又は複数のコンテン
ツの塊は、バックグラウンドの「ベスト・エフォート」処理でダウンロードされる（すな
わち、データが保証されるＱｏＳレベル又は優先度なしに配信される）。
【００９６】
　他のいわゆる「最適化された」実施例では、メディア・クライアント装置は、無視する
ことができる１つ又は複数のコンテンツの塊を識別してもよい。ある事例では、この識別
は装置の限界、加入者の好み、商習慣などに基づくことができる。例えば、メディア・ク
ライアント装置は、１つの映像解像度、１つのコーデックなどのみをサポートしてもよい
。したがって、他の解像度又はコーデック用のコンテンツの塊は（後述するように）表示
されず、及び／又は記憶されない。他の実例では、メディア・クライアント装置は、以前
に記憶され（例えばコマーシャルなど）、もし再び記憶されると重複するコンテンツを識
別してもよい。この場合、装置はそれらの塊を無視するか、又は表示及び／若しくは記憶
しない。別の実例では、典型的には同じ映像ストリームとともに搬送される多重音声符号
化、例えばＡＣ３及び／又はドルビー音声ストリームが、別のファイルに分割される。そ
して、クライアント・プレーヤは、必要とされる適切な音声コーデックのみをダウンロー
ドしてもよい。
【００９７】
　特定のビジネス・モデル／動作要件は、サービス・プロバイダ又はＭＳＯがコンテンツ
に対するアクセス制限を実装することを必要とする場合がある。したがって、ある実装形
態では、ネットワーク・ストリーム再生リストが暗号化、及び／又は、配信制限される（
すなわち、ブロードキャストではなく、特定の加入者にユニキャスト、又は加入者のグル
ープにマルチキャストされる）。暗号化は、対称鍵又は非対称鍵性のものとすることがで
きる。対称鍵アーキテクチャは、暗号化と暗号解除とに同じ鍵を使用し、非対称鍵アーキ
テクチャ（例えば秘密鍵／公開鍵）は、暗号化と暗号解除とで異なる。
【００９８】
　当業者は、本開示の内容を読めば、アクセス制限は不正アクセス以外の目的にも使用可
能であることが容易にわかるであろう。例えば、ある事例では、アクセス制限によって、
特定の装置では特定の種類のコンテンツが視聴不能となるようにすることができる（いわ
ゆる「視聴者コントロール・チップ（Ｖチップ）」の実装形態）。他の事例では、視聴者
は、パスワードを使用、及び／又は、特定の種類のコンテンツへのアクセスを肯定して選
択する（例えば、コンテンツは、クリックして続行するアクセス制限などを設けることを
要求され得る）ことを要求されてもよい。
【００９９】
　他の実施例では、再生に変更を加えることができ、例えば、コンテンツの家庭バージョ
ンから広告を取り除くことができ、一方、加入者の装置上で携帯型再生するためのバージ
ョンは、依然として広告の挿入を必要とする。別の同様な実例では、親が再生の長さを制
限することによって（例えば、親が「テレビ時間」制限を強制することができるように）
、又は再生回数を制限することによって、装置の使用を事実上制限することができる。あ
る変形例では、中央の監視ソフトウェアで再生制限を追跡することができ、それによって
例えば子供が異なる装置間で切り換えることによって再生制限を回避するのを防ぐことが
できる。
【０１００】
　アクセス制御のその他の形態には、デジタル著作権管理（ＤＲＭ）、条件付きアクセス
（ＣＡ：conditional access）、信頼できるドメイン（ＴＤ：trusted domain）などが含
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まれる。上記の技術の利用の一例が、特許文献６として公開されている、２０１２年１２
月１０日に出願された、「APPARATUS AND METHODS FOR CONTENT TRANSFER PROTECTION」
という名称の、共同所有の同時係属米国特許出願番号第１３／７１０，３０８号に記載さ
れている。そこに記載されているように、コンテンツは、管理されたコンテンツ配信ネッ
トワーク（ＭＳＯを有するケーブル又は衛星又はＨＦＣｕネットワークなど）を介して配
信され、ＭＳＯが、施設外、及びデータ・センター内又はヘッドエンドにおいて、要求さ
れたコンテンツを施設内のゲートウェイ装置に供給することによってコンテンツの権利及
び制限を管理する。
【０１０１】
　コンテンツは、本実施例では、第１の暗号化形式で供給され、第１のコーデックを使用
して符号化され、その両方がゲートウェイ装置と互換性がある。施設ネットワークの内部
と外部とでコンテンツの転送に備えるために、ゲートウェイはコンテンツをコンテンツ要
求元の装置と互換性のある暗号化形式にトランスクリプト（transcrypt）し、コンテンツ
要求元装置と互換性のあるコーデックを使用してトランスコード（transcode）するよう
に構成される。一実装形態では、コンテンツは、パワーキー条件付きアクセス（ＣＡ）技
術を使用して暗号化されたＭＰＥＧ－２コンテンツとしてゲートウェイで受信される。ゲ
ートウェイは、関連付けられたケーブルカード（CableCard）を使用してコンテンツを暗
号解除し、トランスコーダ・エンティティを用いてそのコンテンツを例えばＭＰＥＧ－４
（又はその他の適切な形式）にトランスコードする。コンテンツは次に、ＤＲＭサーバか
ら取得したコンテンツ・キーと、ゲートウェイのトランスクリプタとを使用してＤＲＭに
再暗号化される。この手法は、ユーザの施設のゲートウェイを介してコンテンツの著作権
を保護し、コンテンツの使用又は配信に制限を加えるので有利である。
【０１０２】
　この例示のゲートウェイ装置は次に、要求元クライアント装置（例えばＣＰＥ）にコン
テンツを送信する。ＣＰＥは、本例示の構成では、コンテンツがトランスクリプトされた
ときにゲートウェイにより使用されたのと同じコンテンツ鍵を使用してコンテンツを暗号
解除しなければならない。したがって、ゲートウェイと、ゲートウェイと通信する（及び
恐らくはゲートウェイにコンテンツを要求する）装置とは、同じＤＲＭクライアントを使
用するように設定される。
【０１０３】
　別の実施例では、ＤＶＲからそれと通信する他の携帯型装置にコンテンツが転送される
。ＤＶＲは、第１の形式及び暗号化方式のコンテンツを受信し、そのコンテンツを、要求
元装置と互換性のある形式及び方式にトランスコード及び／又はトランスクリプトする。
例示の一実装形態では、ＤＶＲと要求元装置の両方でコンテンツを保護するために同じＤ
ＲＭアルゴリズムを使用して、トランスクリプトの必要をなくしている。一変形例では、
ＤＶＲと要求元装置はそれぞれ同じＤＲＭクライアントを使用して、ＤＲＭサーバにＤＲ
Ｍライセンスを要求する。両方のクライアント・アプリケーションに同じアルゴリズムを
使用することにより、ＭＳＯは、コンテンツ再生までの任意の時点で、装置間（すなわち
、ゲートウェイ及び／又はＤＶＲと、通信相手の要求元装置との間）のコンテンツの転送
にかかわりなく、使用権及び制限を制御し、変更することができるようになる。
【０１０４】
　２０１３年８月２７日に特許文献７として特許された、２００６年１０月２０日に出願
された、「DOWNLOADABLE SECURITY AND PROTECTION METHODS AND APPARATUS」という名称
の共同所有の米国特許出願番号第１１／５８４，２０８号、及び、２０１３年１２月３１
日に特許文献８として特許された、２００７年１月２４日に出願された、「APPARATUS AN
D METHODS FOR PROVISIONING IN A DOWNLOAD-ENABLED SYSTEM」という名称の共同所有の
米国特許出願番号第１１／６５７，８２８号には、本開示とともに使用可能な他のコンテ
ンツ保護装置及び方法が記載されている。
【０１０５】
　具体的には、米国特許出願番号第１１／５８４，２０８号（特許文献７）に記載されて
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いるように、強化された条件付きアクセス（ＣＡ）、信頼できるドメイン（ＴＤ）、及び
デジタル著作権管理（ＤＲＭ）機能を提供するネットワーク・アーキテクチャを使用する
ことができる。このネットワーク・アーキテクチャは、特に、ケーブル・ネットワークの
ヘッドエンド又は配信ハブにおいて、レガシー又は新たに開発されたＣＡ、ＴＤ及びＤＲ
Ｍソフトウェア及び暗号保護方式のためのダウンロード・パラダイムを実装するのに有用
な装置を備えている。これにより、ネットワーク運営者、さらに代理によるサード・パー
ティ・コンテンツ・プロバイダは、ネットワークを介して配信されるコンテンツの視聴、
再生、及びマイグレーションについて追加的制御を行うことができる。
【０１０６】
　一実施例では、これらの強化機能は、ダウンロード可能ソフトウェア・モジュール（イ
メージ）と、ダウンロードされたそのソフトウェア・イメージの暗号解除を容易にする関
連する復号鍵とを含む。（対称又は非対称鍵手法によるＤＥＳ又はＡＥＳアルゴリズムを
通じて）単にコンテンツ自体を暗号化する従来の手法と異なり、本開示の実施例は、特に
ダウンロードされたイメージのセキュリティを確保し、また、「信用できるドメイン」を
拡張するために保護されたコンテンツをユーザ又はクライアント・ドメインにおける他の
プラットフォームに移行するために使用され得る、安全なソフトウェア・イメージのダウ
ンロードを考慮に入れている。
【０１０７】
　このアーキテクチャは、単に配信されるコンテンツではなく、ＣＡ、ＴＤ及びＤＲＭク
ライアント・ソフトウェアのセキュリティ保護を与えるので有利である。具体的には、条
件付きアクセス・システム（ＣＡＳ）の外部では、本開示のソフトウェアは保護されてい
ない形態で表現され又はさもなければアクセス可能にされることが決してない。これは、
ソフトウェアの保護がネットワーク運営者にとってコンテンツそのものよりもはるかに商
業的関心及び価値が高いという観点から、特に重要である。言い換えると、配信されるコ
ンテンツだけでなく、ユーザ・ドメイン内でコンテンツの制御とアクセスを行うために使
用される機構もセキュリティが高い。
【０１０８】
　さらに、特許文献９として公開されている、２０１２年１２月２０日に出願された、「
SYSTEM AND METHOD FOR MANAGING ENTITLEMENTS TO DATA OVER A NETWORK」という名称の
共同所有の同時係属米国特許出願第１３／７２１，１５４号に記載されている装置及び方
法を使用して、例えばＩＰネットワークを介してコンテンツにアクセスする権限が加入者
にあるか否かを判断してもよい。一実施例では、この判断は、所有する加入者情報を開示
することなく、同じコンテンツ、関連するコンテンツ又はその他のコンテンツを、多重チ
ャンネル映像番組配信者から受信する加入者の権限に基づく。上記文献にさらに記載され
ているように、加入者によって操作される加入者又はユーザ装置が、コンテンツ・アクセ
ス・プロバイダ・サーバ上にある要求コンテンツにアクセスする要求を生成する。加入者
は、多重チャンネル映像プログラム配信者（ＭＶＰＤ：multi-channel video program di
stributor）にアカウントを有し、アカウントは、ＭＶＰＤによって加入者に提供される
サービスを示す加入者情報を含む。コンテンツ要求は、コンテンツ・アクセス・プロバイ
ダによって受信され、権利授与サーバに転送される。権限授与サーバは、加入情報に基づ
いて、要求コンテンツを受信する権限が加入者にあるか否かを判断し、要求コンテンツを
受信する権限が加入者にある場合はコンテンツ・アクセス・プロバイダ・サーバにアクセ
ス許可メッセージを送る。
【０１０９】
　制限の一般的な例としては、加入者アカウントの考慮事項、番組の考慮事項、装置の限
界、及び時間的並びに／又は地理的制約に基づく制限が含まれる。例えば、そのような一
実装形態では、ビデオ・クライアントは、携帯型装置上でのローカル記憶のために映像コ
ンテンツへのアクセスを許可する前に、加入者がコンテンツを記録することを許可されて
いることを（加入者アカウント許可に基づいて）検証する。
【０１１０】
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　ある事例では、メディア・クライアントは、例えばネットワーク・トラフィック、帯域
幅の制約及び／又はコンテンツの種類に従って、コンテンツの塊のダウンロードに優先順
位を付けてもよい。例えば、ダウンロード速度が特に悪い場合、メディア・クライアント
は、（広告の塊又は他のコンテンツの塊ではなく）コンテンツの塊をダウンロードするこ
とに集中してもよい。再生の間、無視されたコマーシャルは、以前に記憶されたコマーシ
ャルに置き換えることができ、それによって顧客の視聴感が高く維持されるようにするこ
とができる。きわめて極端な事例では、メディア・クライアントはより低い解像度の塊（
より小さく、したがってダウンロードに要する時間がより少ない）に絞ってもよい。
【０１１１】
　メディア・クライアント装置は、ローカル・メモリに各コンテンツの塊を記憶する（方
法３００のステップ３０６）。一実施例では、ローカル・メモリでの記憶は、コンテンツ
が表示されるにつれて塊はより新しい塊に置き換えられる比較的短期間のものであり、永
続的な記憶は例えばネットワーク・エンティティにおいて行われる。例えば、特許文献１
０として公開されている、２０１３年５月６日に出願された、「PERSONAL CONTENT SERVE
R APPARATUS AND METHODS」という名称の共同所有の同時係属米国特許出願番号第１３／
８８８，２２４号に開示されているものなどの、ネットワーク・レベルのパーソナル・コ
ンテンツ・サーバを使用してもよい。そこで論じられているように、例えばベアラ・ネッ
トワークのヘッドエンドに配置されたパーソナル・コンテンツ・サーバが開示されており
、このサーバは、遠隔の要求元場所にコンテンツを配信し、それによって遠隔のコンテン
ツ配信の要求を満たすための加入者施設との間での反復トラフィックをなくしている。一
変形例では、要求されたコンテンツのための要求元加入者の以前の行動に関する情報が、
遠隔コンテンツの配信を許可するための基礎として使用される。例えば、遠隔コンテンツ
・マネージャが、前述の一時ストレージ内、又は、要求元クライアント装置に関連付けら
れた永続ストレージ内など、ローカル・ネットワークに接続された加入者のＤＶＲに、要
求された番組がかつて記憶されたか否かを判断してもよい。この情報は、ＤＶＲに問い合
わせる、又はＤＶＲ上に記憶された番組タイトルのためのヘッドエンドにおける処理を問
い合わせることによって収集される。
【０１１２】
　別の変形例では、ベアラ・ネットワークの外部の場所からコンテンツにアクセスしたい
（例えば番組を見たい）加入者が自らの施設内にＤＶＲを持っていない場合、パーソナル
・メディア管理サーバは、遠隔アクセスの特権を判断するために、ヘッドエンド、又は加
入者施設の外部の他の場所にいる加入者のために維持されている「ネットワークＤＶＲ」
又は「仮想ＤＶＲ」と通信する。
【０１１３】
　方法３００のステップ３０８で、メディア・クライアント装置は、各コンテンツの塊の
（ローカル・メモリ内又はネットワーク・サーバにおける）場所を識別するローカル・ス
トリーム・マニフェストを生成する。当業者は、本開示の内容を読めば、所望の装置機能
が与えられれば様々なメモリ・アーキテクチャが可能であることが容易にわかるであろう
。例えば、ある実施例では、メディア・クライアント装置は、ネットワーク・バッファ又
はサーバからコンテンツをレンダリングする。したがって、マニフェストは、コンテンツ
にアクセス可能なネットワークにおける場所を識別する。他の実施例では、メディア・ク
ライアント装置は、コンテンツをローカル・メモリに記憶し、そのローカル・メモリから
そのコンテンツをレンダリングする（ステップ３１０）。
【０１１４】
　別の実施例では、メディア・クライアントは、意図された使用に基づいて複数の異なる
メモリ技術及び記憶場所を管理する。一般的なメモリ技術としては、例えば長期記憶を提
供するハード・ディスク・ドライブ（ＨＤＤ：hard disk drive）と、短期記憶及び高速
アクセス用の揮発性メモリ（ランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ：random access memo
ry）、フラッシュなど）とが含まれる。例えば、小型の携帯型メディア装置は、塊を専ら
ＲＡＭ内に記憶してもよく、一方、デスクトップ・サーバは塊をＲＡＩＤ（redundant ar
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ray of inexpensive disks）アレイに記憶してもよい。
【０１１５】
　ネットワーク・ストリーム・マニフェストと同様に、ローカル・ストリーム・マニフェ
ストは、メタデータと、メディアの塊の項目のリストとを含む。ローカル・ストリーム・
マニフェストは、前述のように、ＵＲＬ、パス、若しくは記号項目、又はこれらの任意の
組合せを組み込んでよい。塊を保護された形式で保持する（例えば、記憶のために塊が暗
号化されたままであるか又はさもなければ難読化されている）実施例の場合、ローカル・
ストリーム・マニフェストはアクセス情報（暗号鍵、権限制限など）を含んでもよい。
【０１１６】
　ローカル・コンテンツ・マニフェストは、コンテンツに従って順序づけられ整理されて
いる。例えば、典型的な再生リストは、加入者生成コンテンツ記述子及び／又はデフォル
トのコンテンツ記述子に関連付けられている。加入者生成コンテンツ記述子の一般的な例
としては、例えばタイトル（例えば「スーパーボウル２０１４」）、タグ（例えば「フッ
トボール」、「２０１４」、「シーホークス」、「ブロンコス」など）などがある。デフ
ォルトのコンテンツ記述子の一般的な例としては、例えば、コンテンツ供給元及び／又は
クラウド・ソーシングのリファレンス（「＃ＳｕｐｅｒＢｏｗｌ」）などによって供給さ
れるものなどの、タイトル、タグ、記録情報（例えば「チャンネル１２」、「８：３０：
００－９：００：００」など）がある。
【０１１７】
　（上述のように）ローカル・コンテンツ・マニフェストが生成されると、メディア・コ
ンテンツを再構築するためにそれを使用することができる。図４に、ストリーム・マニフ
ェスト・ファイルを使用してローカル装置においてメディア・コンテンツを再構築する方
法４００の一実施例を示す。
【０１１８】
　方法４００のステップ４０２で、メディア・クライアント装置は、ローカル・ストレー
ジからローカル・ストリーム・マニフェストを取り出す。一実施例では、メディア・クラ
イアント装置は、グラフィカル・ユーザ・インターフェース（ＧＵＩ：graphical user i
nterface）を提供して、加入者が加入者生成コンテンツ記述子及び／又はデフォルトのコ
ンテンツ記述子に基づいてメディア・コンテンツを選択できるようにする。例えば、一事
例では、加入者は前のタイトル（例えば「スーパーボウル２０１４」）を与え、それに対
応する再生リストが特定されて取り出される。
【０１１９】
　別の実例では、加入者は（例えば「フットボール」の）検索を行ってもよく、その検索
語に対応する再生リストの一覧が表示される。加入者は、表示された再生リストの一覧か
ら選択することができ、選択された再生リストのストリーム・マニフェストが取り出され
る。
【０１２０】
　別の実施例では、メディア・クライアント装置は、事前定義済みの選択基準に基づいて
コンテンツを自動的に選択する。例えば、メディア・クライアント装置は、事前に調整さ
れたスケジュールに従っていくつかの番組（例えば加入者の好きな番組）を記録してもよ
く、加入者がコンテンツを視聴する準備ができると、それ以上のユーザ入力を必要とせず
に、メディア・クライアント装置が記録された番組を繰り返し表示する。例えば、特許文
献１１として公開されている、２００９年３月３０日に出願された、「PERSONAL MEDIA C
HANNEL APPARATUS AND METHODS」という名称の共同所有の同時係属米国特許出願番号第１
２／４１４，５５４号で開示されている方法及び装置を使用してもよい。この変形例によ
ると、「融合された」的を絞ったコンテンツ配信が提供される。具体的には、特に、ＤＶ
Ｒ、放送、ＶＯＤ、スタートオーバーなどを含む、様々な供給元から収集されて編集され
たコンテンツであって、特に、ユーザの好みに合わせて選択されたコンテンツを視聴する
ための実質的に使い勝手のよい仕組みが、「仮想」ユーザ別チャネルの一部として、実質
的に連続したストリームとして表示される。一実施例では、特許文献１２として公開され
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ている、２００９年３月３０日に出願された、「RECOMMENDATION ENGINE APPARATUS AND 
METHODS」という名称の共同所有の同時係属米国特許出願番号第１２／４１４，５７６号
に記載されているように、ユーザの介在を一切必要とせずに、例えば、特定の種類のコン
テンツに関するユーザの過去又はその時の相互作用に基づいて、ユーザ・プロファイルが
構築され、的を絞ったコンテンツが収集される。
【０１２１】
　「仮想チャネル」は、あるユーザに関連するコンテンツが実際に１つの番組チャンネル
を介してストリーム配信されているかのように、ユーザとそのユーザのコンテンツの選択
及び好みのために一元化されたインターフェースとして機能する。別の態様では、編集さ
れたコンテンツが、ユーザが視聴のために所望のコンテンツを選択することができる「再
生リスト」の形でユーザに提示される。一変形例では、例えば以前に参照された推薦エン
ジンを使用して選択される、「再生リスト」又はその他で提示されているものとの様々な
類似度又は類似点を有するコンテンツもユーザに提示される。
【０１２２】
　本開示の別の態様では、改良された電子番組ガイド（ＥＰＧ：electronic program gui
de）が提供される。ＥＰＧは、ユーザが、広い時系列にわたる放送コンテンツ（すなわち
、現在放送中のものや将来放送されるもののみならず、過去に放送されたコンテンツ）を
閲覧することができるようにする。ＥＰＧは、ユーザが、関心のあるコンテンツを最初か
ら見直し、記録し、視聴し、コンテンツに関するより多くの情報を受け取り、コンテンツ
の現況を知り、評価することができるようにする様々な機能を組み込んでもよい。ＥＰＧ
は、ユーザが１つ又は複数の番組チャンネルから一日全体の番組を閲覧することができる
機能も含む。ユーザは、ＥＰＧから推薦コンテンツを引き出し、一実施例では、推薦され
るコンテンツのみから成る予定表を示すカスタマイズされたＥＰＧを閲覧することもでき
る。
【０１２３】
　別の態様では、事前にプログラムされたユーザ・プロファイルと同様にユーザ入力され
たものに基づいて再生リストを編集するために、クライアント・アプリケーション（例え
ば、加入者のＣＰＥ及び／又はネットワーク・サーバに配置されたものなど）が使用され
る。ユーザ・プロファイルを更新し、より微調整された適切な推薦を生成するために、ク
ライアント・アプリケーションがユーザの行動から「学習」することができるようにする
ために様々なフィードバック機構を使用することもできる。仮想チャネル上のコンテンツ
のシームレスな提示を管理し、選択されたコンテンツ内の様々なシーンをユーザによる視
聴又は編集のために探し出し／フラグを付けるためにもクライアント・アプリケーション
を使用することができる。
【０１２４】
　他の実例では、メディア・クライアント装置の受信状態が悪い場合、装置は、現在再生
中のネットワーク番組（装置及び／又はネットワークにおいて記録及び記憶されていても
いなくてもよい）で装置のバッファを満たしながら、ローカル・メモリから広告を取り出
してもよく、言い換えると、装置又はネットワークは、より長い時間「ストール」するた
めに、広告を事前に記憶してもよい。
【０１２５】
　ネットワーク・サーバは、（本明細書の他の箇所に記載のように）施設内の装置間のみ
ならず、施設内の装置へのコンテンツの転送をセキュリティ保護するために、施設内に信
頼できるドメインがまだ存在しない場合、それをインスタンス化することもできる。例え
ば、ダウンロード可能なＣＡ（ＤＣＡＳ：downloadable CA）の手法を使用して、必要な
ソフトウェア及びファームウェアがあればそれらをダウンロードし、それによって、コン
テンツを扱うために、要求元装置を信頼できるドメイン内として指定することを可能にす
ることができる。信頼できるドメイン装置及び方法の例は、他の手法も使用可能であるも
のと認識されるであろうが、特許文献１３として公開されている、２０１２年１１月１２
日に出願された、「TECHNIQUE FOR SECURELY COMMUNICATING AND STORING PROGRAMMING M
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ATERIAL IN A TRUSTED DOMAIN」という名称の共同所有の同時係属米国特許出願番号第１
３／６７４，８６６号に記載されている。
【０１２６】
　一実施例では、クライアント装置に配信されるコンテンツを保護するために、許可サー
ビス・ドメイン（ＡＳＤ：authorized service domain）の手法が使用される。ＡＳＤの
例示の構成は、多重ストリーム・ケーブル・カード又は要求元装置に配置されたセキュリ
ティ保護されたマイクロプロセッサのセキュリティ証明を使用してコンテンツを保護する
ためにネットワーク運営者によって使用されるＵＰｎＰデジタル著作権管理技術を含む。
ＡＳＤサービスの一例（ＡＳＤＳｅｒｖｉｃｅ）は、コンテンツ・サーバ上で動作するサ
ービスを定義し、装置によって呼び出される。ＡＳＤＳｅｒｖｉｃｅ処理が、要求元装置
と、ＡＳＤ内で接続された任意の装置とのセキュリティ証明の交換及び認証のために定義
される。
【０１２７】
　これは決して本開示を実施するための必須事項ではないが、本例示のＡＳＤＳｅｒｖｉ
ｃｅは、一実施例では、コンテンツの閲覧、接続設定、コンテンツのトランスポート、及
び最後に装置間でのコンテンツの流れの制御を行うためにＵＰｎＰ　ＡＶアーキテクチャ
に準拠する。ＡＳＤＳｅｒｖｉｃｅは、ＵＰｎＰ汎用再生処理に先立つものであり、これ
が実行されてから、要求元装置は（例えばコンテンツ・サーバによって維持されている）
コンテンツ・ディレクトリを閲覧することができ、又は再生を可能にすることができる。
【０１２８】
　ある実施例では、クライアント装置は、加入者が、選択されたコンテンツを閲覧するこ
とを適切に認証され、及び／又は、許可されていることをネットワークに対して証明する
。前述のように、これを行うための機構の一例が、特許文献９として公開されている、２
０１２年１２月２０日に出願された、「SYSTEM AND METHOD FOR MANAGING ENTITLEMENTS 
TO DATA OVER A NETWORK」という名称の共同所有の同時係属米国特許出願第７２１，１５
４号に記載されている。制限の一般的な例としては、加入者アカウントに関する考慮事項
（例えばトライアル・アカウント、プレミアム・アカウントなど）、加入者の年齢許可（
例えばＲ指定、ＰＧ指定、Ｇ指定など）、番組に関する考慮事項、装置の限界、時間的及
び／又は地理的限界などに基づく制限がある。例えば、そのような一実装形態では、ビデ
オ・クライアントは、メディアを取り出す前に、加入者がコンテンツを再生することを許
可されていることを（加入者アカウント許可に基づいて）検証する。
【０１２９】
　方法４００のステップ４０４において、メディア・クライアント装置は、ローカル・ス
トリーム・マニフェストに従ってローカル・メモリから１つ又は複数のコンテンツの塊を
取り出す。或いは、コンテンツは、ネットワーク・エンティティ又はエッジ・サーバなど
、クライアント装置とは別個に記憶されてもよい。
【０１３０】
　ある事例では、ローカル・ストリーム・マニフェストは不完全であってもよい。例えば
、ホーム・サーバが、例えば様々な装置解像度、コーデック機能などのために最適化又は
制限された映像コンテンツの複数のバージョンを記憶してもよい。特定の実装形態の下で
は、メディア・クライアント装置は、マニフェスト項目に含まれるヘッダ情報に基づいて
、適切なバージョンのために様々なマニフェスト項目のうちの適切な１つを選択してもよ
い。ローカル・マニフェストにリストされている要求コンテンツの適切なバージョンがな
いか、そのバージョンが不完全であるか、又はバージョンが最適でない場合、メディア・
クライアント装置は、その問題を加入者に識別させ、及び／又は、サービス・プロバイダ
から必要なコンテンツを自動的にダウンロードしてもよい。ある事例では、サービス・プ
ロバイダは、事前にロードされた又は事前に設定されたマニフェスト・ファイル（例えば
ビデオ・オンデマンド（ＶＯＤ：Video-on-Demand）型のサービスに類似したもの）を有
してもよい。
【０１３１】
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　（例えば特定のレガシー・パラダイムなどのための）ある実装形態では、サービス・プ
ロバイダは大容量ファイル・ダウンロードを提供してもよく（すなわち、クライアント装
置がコンテンツ全体をダウンロードすることができるようにしてもよく）、その後、クラ
イアント装置は再生、及び／又は、その装置若しくはネットワーク若しくはエッジ・エン
ティティにおける記憶のために、そのファイルをメディアの塊に区分化することができる
。さらに、ネットワーク又はレガシー実装形態のクライアント装置はマニフェスト・ファ
イルを作成してもよい。
【０１３２】
　方法４００のステップ４０６で、メディア・クライアント装置は、取り出された１つ又
は複数のコンテンツの塊に少なくとも部分的に基づいて、メディア・コンテンツ・ストリ
ームを再構築する。ある事例では、再構築は、鍵を使用してメディア・コンテンツ・スト
リームを暗号解除することをさらに含み得る。鍵は、例えばコンテンツ、装置、加入者な
どに固有のものとすることができる。ネットワークと１つ又は複数のクライアント装置と
の間でのセキュリティ保護されたコンテンツ鍵交換を提供する方法の一例は、特許文献１
４として公開されている、２０１２年９月１０日に出願された、「TECHNIQUE FOR SECURE
LY COMMUNICATING AND STORING PROGRAMMING MATERIAL IN A TRUSTED DOMAIN」という名
称の共同所有の同時係属米国特許出願番号第１３／６０８，９６９号に記載されている。
そこで記載されているように、通信ネットワーク、例えばケーブル・テレビ・ネットワー
クから受信したコンテンツが無許可の複製から保護されている信頼できるドメインが設定
される。一実施例では、信頼できるドメインは、ケーブル・テレビ・ネットワークからコ
ンテンツを受信する、ユーザに関連付けられた装置を含む。コンテンツは、装置に記憶さ
れる前に、例えば３ＤＥＳ暗号化アルゴリズムに従ってコンテンツ鍵を使用して暗号化さ
れてもよい。さらに、公開鍵暗号法に従って、装置に関連付けられた公開鍵とユーザに関
連付けられた別の公開鍵とを使用してそれぞれコンテンツ鍵を暗号化することによって、
第１の暗号化コンテンツ鍵バージョンと第２の暗号化コンテンツ鍵バージョンとが生成さ
れる。第１及び第２の暗号化コンテンツ鍵バージョンは、暗号化されたコンテンツに関連
付けられて装置のストレージに記憶される。暗号化されたコンテンツはその後、第１の装
置から、同じ加入者に関連付けられた第２の装置に移行させることができる。次に、第２
の装置は、第２の暗号化コンテンツ鍵バージョンを使用してコンテンツを暗号解除するこ
とができる。
【０１３３】
　ある事例では、メディア・クライアント装置は、無視できる（すなわち表示されない）
１つ又は複数のコンテンツの塊を特定することができる。この特定は、装置の限界、加入
者の好み、商習慣などに基づいてよい。一実例では、顧客がコンテンツを購入した場合、
コマーシャルの中断をスキップしたり、コンテンツをより高品質又は高解像度で実現した
りする、などの機能がメディア・クライアント装置に提供され得る。
【０１３４】
顧客施設内機器
　次に図５を参照しながら、本開示により構成された顧客施設内機器２２０（ＣＰＥ）の
一実施例について詳細に説明する。本開示の文脈におけるＣＰＥ２２０は、一般に、オペ
レーティング・システムを走らせるコンピュータ化された装置を含む。ＣＰＥ２２０は、
プロセッサ・サブシステム５０２と、メモリ・サブシステム５０４と、ユーザ・インター
フェース５０６と、ディスプレイ５０８と、１つ又は複数のネットワーク・インターフェ
ース５１０とを含む。
【０１３５】
　ＣＰＥ２２０は、例えば、自機上での表示のためであるか、又は、自機と通信する装置
上での記録、表示若しくは記憶のためであるかを問わず、コンテンツの要求、受信及び／
又は復号を行うことが可能な任意の装置を含み得る。装置の例としては、セットトップ・
ボックス、テレビジョン・セット、ラップトップ及びデスクトップ・コンピュータ、スマ
ートフォン、パーソナル・メディア・デバイス（ＰＭＤ）、タブレット、ネットブックな
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どが含まれる。ＣＰＥ２２０は、一実施例では、単一の物理的な場所（加入者施設など）
に対して登録されることができ、特定のコンテンツに対する制限を守り、又は保護された
コンテンツに関して許可証明を与えるためのデジタル著作権管理（ＤＲＭ）コンテンツ保
護方式を利用することができる。
【０１３６】
　メモリ・システム５０４は、１つ又は複数のコンピュータ可読命令及びメディア・コン
テンツを記憶するように構成された１つ又は複数の非一時的コンピュータ可読媒体を含む
。メモリ・システムの一般的な例としては、ハード・ディスク・ドライブ（ＨＤＤ）、ソ
リッド・ステート・ドライブ（ＳＳＤ：solid state drive）、ランダム・アクセス・メ
モリ（ＲＡＭ）、ダイナミックＲＡＭ（ＤＲＡＭ：dynamic RAM）、同期ＲＡＭ（ＳＲＡ
Ｍ：synchronous RAM）、フラッシュ、電気的消去可能プログラマブル読取り専用メモリ
（ＥＥＰＲＯＭ：electrically erasable programmable read only memory）などが含ま
れるが、これらには限定されない。
【０１３７】
　例示のＣＰＥ２２０のプロセッサ５０２は、メモリ・システム５０４内に記憶された１
つ又は複数のコンピュータ・プログラムを実行するように構成される。１つ又は複数のコ
ンピュータ・プログラムの少なくとも一部は、図３から図４に関して上述したように上記
で開示されている機能を実装するように構成される。さらに、前述の機能を可能にするコ
ンピュータ・プログラムは、装置にプリインストールされるか、又はネットワークもしく
はサービス・プロバイダからダウンロードされてもよいものと理解される。
【０１３８】
　一実施例では、記録動作の間、プロセッサ５０２は、ＣＰＥ２２０に、サービス・プロ
バイダからネットワーク・ストリーム・マニフェストを受信させ、そのネットワーク・ス
トリーム・マニフェストに従ってサービス・プロバイダから１つ又は複数のコンテンツの
塊を受信させ、コンテンツの塊ごとにコンテンツの塊をメモリ・システム５０４に記憶さ
せるように構成された１つ又は複数のコンピュータ・プログラムを実行する。さらに、プ
ロセッサは、ＣＰＥ２２０に、各コンテンツの塊の（メモリ・システム５０４内の）場所
を識別するローカル・ストリーム・マニフェストを生成させるように構成された１つ又は
複数のコンピュータ・プログラムを実行する。
【０１３９】
　再生動作の間、プロセッサ５０２は、ＣＰＥ２２０に、ローカル・ストリーム・マニフ
ェストを取り出させ、そのローカル・ストリーム・マニフェストに従ってローカル・メモ
リから１つ又は複数のコンテンツの塊を取り出させ、取り出された１つ又は複数のコンテ
ンツの塊に少なくとも部分的に基づいてメディア・コンテンツ・ストリームを再構築させ
るように構成された、１つ又は複数のコンピュータ・プログラムを実行する。再構築され
たメディア・コンテンツ・ストリームは、例えばＣＰＥのディスプレイ装置５０８又はそ
の他のレンダリング装置を介して再生される。
【０１４０】
　ＣＰＥ２２０のユーザ・インターフェース５０６は、ユーザ入力を受け付けるように構
成される。たいていのユーザ・インターフェース５０６は、ディスプレイ５０８を介して
視覚フィードバックを提供するグラフィカル・ユーザ・インターフェース（ＧＵＩ）プロ
グラムに、さらに結合されている。ユーザ・インターフェース構成要素の一般的な例とし
ては、マウス、キーボード、タッチスクリーン、リモート・コントロール、押しボタンな
どがあるが、これらには限定されない。複雑な実装形態では、例えばジェスチャ、音声制
御などを組み込むこともある。
【０１４１】
　ディスプレイ５０８は、例えばスクリーン、モニタ、プロジェクション／プロジェクタ
又はその他の音声／映像（Ａ／Ｖ）パネル内で具現化される任意の視覚表示技術を指す。
ディスプレイ技術の一般的な例としては、例えば、発光ダイオード（ＬＥＤ：light emit
ting diode）、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ：liquid crystal display）、プラズマ、陰極
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線管（ＣＲＴ：cathode ray tube）、デジタル・ライト・プロセッシング（ＤＬＰ：digi
tal light processing）、有機ＬＥＤ（ＯＬＥＤ：organic LED）、電界放出ディスプレ
イ（ＦＥＤ：field emission display）、レーザ蛍光体ディスプレイ（ＬＰＤ：laser ph
osphor display）などがある。さらに、ディスプレイ５０８は、例えば、立体視技術、ホ
ログラフィ技術などを含む追加機能を組み込んでもよい。具体的には示さないが、ディス
プレイ装置は、コンテンツの音声部分を同様にレンダリングするための機構をさらに含み
得る。
【０１４２】
　１つ又は複数のネットワーク・インターフェース５１０は、他の装置とのネットワーク
接続を可能にするように構成される。一実施例では、ネットワーク・インターフェースは
、同軸ケーブル入力（例えばケーブル提供者のＣＤＮへの接続用）を含む。ネットワーク
・インターフェースのその他の例には、例えばＥｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）ＬＡＮカー
ドを備えたＲＪ－４５ＬＡＮコネクタ、ＵＳＢポート、ＩＥＥＥ－１３９４「ファイアワ
イア（Ｆｉｒｅｗｉｒｅ）」インターフェース、無線インターフェース（８０２．１１Ｌ
ＡＮカード、ＷｉＭＡＸ８０２．１６インターフェース、８０２．１５ＰＡＮインターフ
ェース、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）インターフェースなど）、ジグビー（Ｚｉｇｂ
ｅｅ）、又はＺウェーブなどの、有線及び無線技術が含まれる。
【０１４３】
動作例
　図６に、ストリーム・マニフェスト・ファイルによってストリーミング映像コンテンツ
を記録することと、ストリーム・マニフェスト・ファイルを使用したその後の映像コンテ
ンツの再生の例示の方法６００の一実施例を示す。
【０１４４】
　方法６００のステップ６０２で、携帯型装置がネットワーク・ストリーム・マニフェス
トをダウンロードする。この例示の携帯型装置では、ダウンロードはバックグラウンド処
理で行われる。視聴の間、ネットワーク・ストリーム・マニフェストは番組の継続期間中
に定期的（３０秒ごとに１回など）にリフレッシュされてもよい。ある事例では、ネット
ワーク・マニフェストのダウンロードは、イベント（例えば、加入者による番組選択の変
更、ネットワーク「プッシュ型」更新、条件付きイベント（タイマ満了など））によって
トリガされてもよい。
【０１４５】
　本明細書のＡＰＰＥＮＤＩＸ　Ａ（付録Ａ）は、ＣＤＮネットワークから配信されるＨ
ＴＴＰライブ・ストリーミング（ＨＬＳ：HTTP Live Streaming）コンテンツを表すネッ
トワーク・ストリーム・マニフェスト（「基本再生リスト」とも呼ぶ）の一例である。示
されるように、ネットワーク・ストリーム・マニフェストは、ヘッダ情報と、映像の塊の
フル・インターネット・プロトコル（ＩＰ）パスの順次リストとを含む。ヘッダ情報は、
例えばバージョン情報、継続期間、開始シーケンス番号などを含む。当業者は、本開示の
内容を読めば、ヘッダ情報が例えばコンテンツ記述子、暗号鍵、コーデック、解像度、権
限などの多数の有用な情報を識別し得ることが容易にわかるであろう。一実施例では、識
別される暗号鍵は、暗号鍵の「参照」を含み、コンテンツを暗号解除するための実際の鍵
は含まなくてもよい。言い換えると、コンテンツ暗号化が変わるとマニフェストはそれを
通知し、それによって、クライアント・プレーヤをトリガしてネットワーク、例えばＤＲ
Ｍに対してこの鍵の値を要求させる。
【０１４６】
　示されるように、ネットワーク・ストリーム・マニフェストは、１０個のパス項目を含
み、各パス項目は、６秒の映像コンテンツの塊を有する対応する塊の適切なＩＰパスを識
別する。例えば、タイムスタンプ９９６４７において再生される塊は、ｈｔｔｐ：／／ｗ
ｗｗ．ｔｉｍｅｗａｒｎｅｒｃａｂｌｅ．ｃｏｍ／ｖｉｄｅｏ／ｃｈａｎｎｅｌ１／２０
１３０３２０Ｔ２０００４０－０４－９９６４７．ｔｓにある。ただし前述のように、こ
のファイル名は、このファイルが他のファイル名と衝突しないようにするためにタイムス
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タンプを使用し得る表記法であるに過ぎない。この値は、一実施例ではクライアントの再
生にとって意味がなくてもよい。１つのビットレート・マニフェストの整列は、例えばＭ
ＥＤＩＡ－ＳＥＱＵＥＮＣＥ識別子及びそれらのマニフェストにおける同様のファイル間
の順次関係による。言い換えると、名前は必ずしも整列する必要はない。
【０１４７】
　他の実装形態は、例えばマニフェストの長さ、塊の実行時間、塊の順序づけなどが異な
っていてもよいことがわかるであろう。例えば、異なる解像度（同じタイムスタンプに関
連付けられた異なる解像度の複数の塊）、バックグラウンド・ダウンロード（例えば広告
又はその他の任意の選択的なコンテンツの塊が所々に挿入されていてもよいなど）を可能
とするように、塊が不連続に順序づけられてもよい。他の実装形態では、塊は不揃いのサ
イズとしてもよく（例えば６秒、１２秒、１８秒など）、又はマニフェスト自体の長さが
異なっていてもよい（１０項目より大きいか又は小さい）などである。
【０１４８】
　ＡＰＰＥＮＤＩＸ　Ｂ（付録Ｂ）は、３０秒後の同じ例示のネットワーク・ストリーム
・マニフェストである。示されるように、最初の５項目（タイムスタンプ９９６４７から
９９６５１）が再生済みであり、新たな５項目（タイムスタンプ９９６５７から９９６６
２）が追加されている。この実装形態では、ネットワーク・ストリーム・マニフェストは
長さ１０の先入れ先出し（ＦＩＦＯ）バッファに類似した動作をする。
【０１４９】
　携帯型装置は、記録命令に応答して、ネットワーク・ストリーム・マニフェストに従っ
てライブ映像ストリームの１つ又は複数の増分の塊をダウンロードし（ステップ６０４）
、それらを装置のストレージにローカルに記憶する（ステップ６０６）。
【０１５０】
　携帯型装置は、増分の塊のそれぞれに関連付けられたローカル記憶パスを識別する内部
ストリーム・マニフェストを生成及び／又は更新する（ステップ６０８）。ＡＰＰＥＮＤ
ＩＸ　Ｃ（付録Ｃ）は、タイムスタンプ９９６４７から９９６５６までのローカル・スト
リーム・マニフェストの一例である。例えば、タイムスタンプ９９６４７において再生さ
れるべき塊はｖｉｄｅｏｒｅｃｏｒｄｉｎｇ１／ｃｈａｎｎｅｌ１／２０１３０３２０Ｔ
２０００４０－０４－９９６４７．ｔｓにある。ＡＰＰＥＮＤＩＸ　Ｄ（付録Ｄ）は、３
０秒後の同じ例示のローカル・ストリーム・マニフェストである。示されるように、この
番組の内部ストリーム・マニフェストは、記録されたコンテンツの全体を追跡する必要が
あり、したがって記録期間中にパス項目が累積する。
【０１５１】
　方法６００のステップ６１０で、後で使用するために、該当する権限及び再生権が、携
帯型装置上で実行されるクライアント・ベースのデジタル著作権管理（ＤＲＭ）処理に従
って符号化される。そのような一実装形態では、内部ストリーム・マニフェストは、削除
までの時間、権利付与された再生の回数、再生のための正当な地理的位置などを含むがこ
れらには限定されない、権限及びデジタル著作権情報とともに暗号化され、符号化される
。ある事例では、加入者は、例えば、「スーパーボウル」、「チャンネル１、２０１０年
８月８日８：００ＰＭ記録」など、内部ストリーム・マニフェストの加入者生成コンテン
ツ記述子を追加するようにさらに促されてもよい。
【０１５２】
　その後、加入者が（例えばグラフィカル・ユーザ・インターフェース（ＧＵＩ）の選択
によって）その映像コンテンツの再生を要求すると、適切な内部ストリーム・マニフェス
トが取り出される（ステップ６１２）。
【０１５３】
　方法６００のステップ６１４において、選択された内部ストリーム・マニフェストに関
連付けられた該当する権限の制約が評価されて、再生が許可されているか否かが判断され
る。権限の制約については、特許文献９として公開されている、２０１２年１２月２０日
に出願された、「SYSTEM AND METHOD FOR MANAGING ENTITLEMENTS TO DATA OVER A NETWO
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RK」という名称の共同所有の同時係属米国特許出願第／７２１，１５４号に詳しく記載さ
れている。そのような一実装形態では、携帯型装置上でローカルに再生するためにメディ
ア・プレーヤにその映像コンテンツにアクセスすることを許可する前に、携帯型装置は加
入者がそのコンテンツを視聴することを許可されていることを（その加入者アカウント許
可に基づいて）検証する。映像コンテンツの装置権限を検証するために、ローカル記憶の
最大存続期間及び定期的なネットワーク・アクセスの要件（例えば、コンテンツ許可を「
リフレッシュ」すること）などの追加の防護対策を設けてもよい。
【０１５４】
　方法６００のステップ６１６で、再生が許可されている場合、携帯型装置は内部ストリ
ーム・マニフェストによる指定されるように、コンテンツの各塊に関連付けられた内容を
圧縮解除し、復号し、表示する。一方、再生が許可されていない場合、携帯型装置は要求
を拒否し、場合によってはエラー・メッセージを出す（例えば「要求されたコンテンツは
制限されています」、「要求されたコンテンツを購入する必要があります」など）。
【０１５５】
　以下の説明では、様々な運営上の又はビジネス上のモデルによる、本開示の方法及び装
置をさらに向上、最適化又は変更するいくつかの主要な変形例を示す。本開示の内容を読
めば、当業者にはさらに他の変形例も容易にわかるであろう。
【０１５６】
映像解像度の向上及び最適化
　ある変形例では、ローカル・ストリーム・マニフェスト（及びそれに関連付けられた塊
）の項目は、一連の異なる映像解像度をサポートする。そのような実施例は、いくつかの
異なる民生装置（例えば加入者のタブレット、スマートフォン、及び高解像度テレビ（Ｈ
Ｄ　ＴＶ））にわたる再生をサポートすることができるホーム・サーバに特に有用である
。ＡＰＰＥＮＤＩＸ　Ｅ（付録Ｅ）に、「複数解像度の再生リスト」のそのような一例を
示す。示されるように、内部ストリーム・マニフェストは、例示の実施例ではサポートさ
れている６４０×４８０、７２０×４８０及び１９２０×１０８０という３つの異なる解
像度を識別するヘッダを含む。他の周辺情報（例えば必要帯域幅、サポートされているコ
ーデックなど）が含まれている。各項目は、それぞれの基本ストリーム・マニフェスト（
elementary stream manifest）によって参照されるようにタイムスタンプにおいて再生さ
れる適切な解像度サイズに対応する３つの基本ストリームから成る。再生時、ローカル・
コンテンツ・サーバとして機能するエンティティが、その基本ストリーム・マニフェスト
によって参照されるように所望の再生解像度に関連付けられた適切な塊を特定し、その塊
を要求元ビデオ・クライアントに供給する。
【０１５７】
別の変形例では、内部又はローカル・ストリーム・マニフェスト（及び関連付けられた塊
）の項目は、指定された解像度を有する指定された装置によるオフライン・アクセスのた
めにさらに最適化又は簡約化される。携帯型装置はホーム・サーバ又はサービス・プロバ
イダから（リアルタイムで）映像コンテンツにアクセスしないため、ビデオ・クライアン
トは携帯型装置の種類を検出し、その携帯型装置によってサポートされている所望の品質
及び視聴感と一致するプロファイルのみのために基本ストリームを制限するように、変形
再生リストを書き換えることができる。最適化は、ピクセル化された低品質映像又は低速
の復号及び、過剰に符号化された映像のダウンサンプリングを防止する。ＡＰＰＥＮＤＩ
Ｘ　Ｆ（付録Ｆ）に、ＨＤ　ＴＶ用に最適化されたそのような１つの内部ストリーム・マ
ニフェストを示す。取り除かれた項目は、取消し線付きで記載されている。何をオンネッ
トとオフネットのいずれで再生可能であるかについてのＤＲＭ規則が、そのような規則の
使用法を示す別の一例である。
【０１５８】
　示されるように、ＨＬＳの場合、「主」マニフェスト（"main” manifest）は複数の「
基本」マニフェスト（”elementary” manifest）をＵＲＬで参照する。ＡＰＰＥＮＤＩ
Ｘ　Ｅ（付録Ｅ）では、陰影付き部分が映像ストリームの「主」マニフェストを示す。こ
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れは複数の「基本」マニフェスト「ファイル」を、「０１．ｍ３ｕ８」、「０２．ｍ３ｕ
８」及び「０．３．ｍ３ｕ８」として、すべて主マニフェストがある場所に対する相対パ
スによって（すなわち、「主」マニフェストＵＲＬと同じディレクトリ内で）参照する。
ＡＰＰＥＮＤＩＸ　Ｅ（付録Ｅ）のマニフェストを、「基本」マニフェストの一例であり
「主」マニフェスト内で参照される解像度、帯域幅、符号化などについて有効なコンテン
ツ（参考となる映像の塊）のみを含むＡＰＰＥＮＤＩＸ　Ａ（付録Ａ）のそれと比較する
ことができる。ＡＰＰＥＮＤＩＸ　Ｆ（付録Ｆ）における基本ストリームに対する参照の
削除により、それらの基本ストリームの「塊」が装置にダウンロードされないように削除
される。
【０１５９】
再生時の動的広告挿入及び追跡
　前に触れたように、サービス・プロバイダにとっての収入の重要な１つの流れは、広告
閲覧のそれである。より直接的には、サービス・プロバイダがその広告の予め定められた
閲覧数を保証及び／又は確認することができれば、商業広告主は価格プレミアムを進んで
支払う。したがって、ある種のビジネス・モデルにおいては、動的広告挿入及び／又は広
告追跡について商業的な動機づけがあり得る。
【０１６０】
　一実施例では、ビデオ・クライアントは、ローカルに記憶されるときにライブ映像フィ
ード内の広告挿入点を検出し、その場でそれらを変更する。ある事例では、これは、ライ
ブ・ストリームの符号化の間に、広告プレイスメントのために再生リスト・ファイルにタ
グ又は識別可能なリンクを挿入することによって行うことができる。
【０１６１】
　一実施例では、特許文献１５として公開されている、２００９年７月１５日に出願され
た、「METHODS AND APPARATUS FOR EVALUATING AN AUDIENCE IN A CONTENT-BASED NETWOR
K」という名称の共同所有の同時係属米国特許出願番号第１２／５０３，７４９号に記載
されているものなどのように、視聴者又は閲覧者特性を識別、作成し、広告管理システム
及び／又は広告意思決定機構に配信する方法及び装置を使用してもよい。そこに記載され
ているように、視聴者数データがリアルタイム（又はほぼリアルタイムで）提供され、特
に放送、ＶＯＤ、及びＤＶＲコンテンツに関する視聴者活動が監視される。一変形例では
、コンテンツ・プロバイダが、より容易に収益化可能な広告「インベントリ」を作成する
ために広告プレイスメントの機会を視聴者の修飾子（すなわち、心理学的、地理的、人口
統計的、特徴的などの分類）と組み合わせるアルゴリズムを使用して、より的を絞った広
告キャンペーンを作成することができる。異なる変形例では、インベントリは、その時点
での優勢な視聴者の特徴又は視聴者層に基づいて広告プレイスメントを動的に行うことが
できるように、履歴及び／又は「リアルタイム」データに基づくことができる。
【０１６２】
　ケーブル・テレビ・ネットワーク又は衛星ネットワークなどのコンテンツ・ベースのネ
ットワーク内の特定の視聴者をターゲットとするコンテンツの識別及び挿入は、２００９
年７月１５日に出願された、「METHODS AND APPARATUS FOR TARGETED SECONDARY CONTENT
 INSERTION」という名称の、共同所有の米国特許出願番号第１２／５０３，７１０号で開
示され、特許文献１６として２０１４年８月１９日に特許されている装置及び方法によっ
て行ってもよい。そこに記載されているように、広告管理システム（及び関連する広告意
思決定処理）を使用して特定の挿入機会における視聴者又は閲覧者特性（すなわち、心理
学的、地理的又は人口統計的、特徴的などの分類）を分析することによってコンテンツが
特定される。次に、広告管理システムは、一実施例では、収集された視聴者情報を使用し
て特定の広告又はその他のコンテンツをそれに関係づける。一変形例では、アルゴリズム
を使用して、視聴者修飾子（すなわち、視聴者又はその行動の属性）を分析し、広告のタ
ーゲット視聴者の視聴者修飾子の集合に対する、（例えば、近々プレイスメント機会が発
生する番組を現在視聴している）所与の視聴者の「近接性」を判断する。そして、その機
会に最適な広告を選択することによって、プレイスメント機会を１つ又は複数の変数（例
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えば、近接性、収益、印象など）について最適化することができる。
【０１６３】
　次に、ＡＰＰＥＮＤＩＸ　Ｇ（付録Ｇ）を参照すると、ＣＤＮネットワークから配信さ
れるコンテンツを記述した、短縮された例示のネットワーク・ストリーム・マニフェスト
が示されている。示されるように、タイムスタンプ９９６４９において、スナックの商業
広告が挿入されており、ｗｗｗ．ａｄｓｅｒｖｅｒ．ｃｏｍから提供されている。本実例
はマニフェスト項目を使用して実装されているが、他の標識に置き換えてもよく（例えば
メタデータなどにより）、上記の実例は例示に過ぎないことが容易に理解される。
【０１６４】
　記録時、ビデオ・クライアントは商業広告を識別し、（その広告を記憶する必要がある
場合は）その広告を別個の場所、例えばコマーシャル専用の記憶場所に記憶する。ある事
例では、ビデオ・クライアントは単にその広告を無視し、他の広告を代わりに入れてもよ
い。例えば、ＡＰＰＥＮＤＩＸ　Ｈ（付録Ｈ）に示すように、ローカル・マニフェストが
スナックの商業広告を飲料の商業広告で置き換えている。挿入されたコマーシャルのタイ
ムスタンプは順番が狂っていてもよく、映像コンテンツのタイムスタンプには影響を与え
ない。
【０１６５】
　ＡＰＰＥＮＤＩＸ　Ｇ（付録Ｇ）及びＡＰＰＥＮＤＩＸ　Ｈ（付録Ｈ）に、広告挿入実
装形態の一例を示す。ＡＰＰＥＮＤＩＸ　Ｈ（付録Ｈ）には、それぞれ６秒の２つの「塊
」として挿入される、より長い広告が示されているが、実際の広告は様々な長さであって
よい（上記は例示に過ぎない）ものと理解される。
【０１６６】
　なお、広告の「ローカライゼーション」は、利用の機運が熟している１つのビジネス応
用分野である。ローカライゼーションとは、（ｉ）広告が、広告のターゲットとされる加
入者の適切なサブセットによって視聴され、（ｉｉ）関心のない加入者には、関心を引く
可能性がより高い代わりの広告が示されるように、広告の視聴者数を制御することを指す
。ケーブル・データ・ネットワークを介して実装されるものなどのほとんどのＩＰＴＶ環
境では、ビデオ・クライアントに関連付けられた加入者アカウントがネットワーク側サー
バでわかっている。これらの加入者アカウントを、様々な対象層（例えば地理、商業的関
心、年齢のグループなど）にさらに関連付けることができる。
【０１６７】
　したがって、ある実施例では、ビデオ・クライアントは、（ｉ）視聴者向けに調整され
た、ローカルに記憶された映像広告クリップから広告を動的に選択し、（ｉｉ）広告の視
聴を追跡し、場合によっては（ｉｉｉ）サービス・プロバイダに広告視聴の評価指標を報
告する、広告決定モジュールをさらに備えてもよい。場合により広告の成功（例えば、加
入者による表示広告の「クリックスルー」）を追跡することができる装置の場合、成功評
価指標も報告することができる。加入者装置数についての広告評価指標は、契約交渉に大
きな影響を及ぼし得る（サービス・プロバイダは、既知の視聴者数に対する価格プレミア
ムを容易に正当化することができる）。さらに、前述のように、従来の記録された広告の
視聴は、従来技術のソリューションでは、追跡も変更も不可能である。本開示は、各広告
の個別の視聴を計上する明確な手段を提供する（すなわち、ビデオ・クライアントは、広
告の塊が再生されるたびにカウントすることができる）ので有利である。
【０１６８】
　例えば、特許文献１７として公開されている、２０１０年９月７日に出願された、「ME
THODS AND APPARATUS FOR AUDIENCE DATA COLLECTION AND ANALYSIS IN A CONTENT DELIV
ERY NETWORK」という名称の、共同所有の同時係属米国特許出願番号第１２／８７７，０
６２号の装置及び方法を、視聴者データの収集のために使用してもよい。そこに記載され
ているように、特に、装置／ユーザ・データ供給元、スイッチド・デジタル・ビデオ（Ｓ
ＤＶ：switched digital video）データ供給元、加入者データ供給元、ビデオ・オンデマ
ンド（ＶＯＤ）データ供給元、アプリケーション・サーバ（ＡＳ：application server）
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データ供給元、広告データ供給元、及び電子番組ガイド（ＥＰＧ）データ供給元などの様
々なデータ供給元から視聴者データが収集される。インタラクティブ応用分野（例えば、
「ｉＴＶ」又は同様のインタラクティブ応用分野）の使用からも情報を収集することがで
きる。収集されたデータは、次に、データ収集システムに送信され、そこで記録が収集、
処理され、加入者データ分析（ＳＤＡ：subscriber data analysis）システムへの配信の
ためのファイルの生成に使用され、配信されたデータは、その後、ユーザの好み、活動及
び／又は行動の詳細な分析のために使用される。ジャンル、時刻、曜日などのみならず、
特定の番組についての特定の視聴者数に関する報告が生成され、ＭＳＯにより収益を引き
出すために使用されてもよい。
【０１６９】
　別の変形例では、特許文献１８として公開されている、２０１３年７月５日に出願され
た、「APPARATUS AND METHODS FOR DATA COLLECTION AND VALIDATION INCLUDING ERROR C
ORRECTION IN A CONTENT DELIVERY NETWORK」という名称の、共同所有の同時係属米国特
許出願番号第１３／９３６，０５５号の方法及び装置も使用することができる。そこに記
載されているように、顧客施設内機器（すなわち、セットトップ・ボックス、ケーブル・
モデム、ＰＣ、ＰＭＤ、ＩＰ装置など）から個々の装置ごと、又は可能な場合はユーザご
とにでも、直接、視聴者情報が取得され、それによってコンテンツ・プロバイダ又はその
他の分析エンティティが、広い地理的領域又は人口統計的／心理学的層区分にわたって特
定の情報を大量に収集することができるようにする。視聴者数動向が関わっている複数の
コンテンツ供給元を同時に監視することができ、加入者の匿名性及びプライバシーが保た
れるので有利である（すなわち、個人を特定可能な情報は利用されない）。
【０１７０】
　一実施例では、収集されたデータの様々なフィールド及び記録のうちの１つ又は複数に
ついて期待値を得るために、統計的方法（例えば線形回帰、対数線形回帰）が使用される
。したがって、受信データに誤りがある場合にそれを検出することができる。具体的には
、収集されたデータが導出値（例えば平均）又は期待値と比較され、データが、データ品
質が許容不能である可能性があることを示す１つ又は複数の所定の基準（例えば、期待値
から標準偏差の所定倍以上離れているなど）を満たす場合、エラー・メッセージが生成さ
れ、随意で、そのデータが除外される。したがって、上記の特徴は、有意性検定を満たす
誤りデータが受信された場合にのみ、ネットワーク運営者に警報を出すために、統計的又
はその他の方法を予防的に使用して、システム全体の監視を可能にする。さらに、手動で
の監視及び／又は誤り訂正を必要とせずに、（比較的短期間に）大量のデータを評価する
ことができる。
【０１７１】
　上記の機構は、さらに、複数のプラットフォームにわたるデータ収集、検証、及び分析
のために使用することができる。すなわち、コンテンツが受信又は要求される装置、コン
テンツの供給元、コンテンツの種類（例えば線形、ＶＯＤ、ＤＶＲ、高速データなど）な
どとはかかわりなく、コンテンツとのユーザの対話に関するデータを収集し、使用するこ
とができる。本例示のシステム及び方法は、ケーブル又は光ファイバ（ＦＴＴＣ、ＦＴＴ
Ｈなど）ネットワークで使用されるもののような双方向対応ユーザ装置を使用して動作す
るが、非双方向対応装置（例えばある種の衛星ベースの実装形態において使用されるなど
）は、チューニング又はその他の有用な情報をサード・パーティ（例えばサード・パーテ
ィ・ウェブサイト）に送信するために、対象施設から様々なバックホール（例えば、ブロ
ードバンド、ＤＳＬ／ダイヤルアップ又は「オーバーザトップ」バックホール）を利用す
ることができる。サード・パーティは、そのデータを収集し、そのデータを衛星ＭＳＯに
返送する（又はデータをまずキャッシュに格納し、後でＭＳＯまで送信する）。希望する
場合は、サード・パーティによってデータの事前処理又は「エンリッチ化」が行われても
よい。
【０１７２】
　さらに、２０１５年１月６日に特許文献１９として特許された、２０１０年１１月１１
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CY IN A CONTENT DELIVERY NETWORK」という名称の共同所有の米国特許出願番号第１２／
９４４，６４８号で開示されている方法及び装置によって、データ収集に関連するレイテ
ンシが明らかにされてもよい。
【０１７３】
　ある変形例では、広告決定モジュールは、さらに、サービス・プロバイダから異なる広
告、更新されたビジネス規則などを受信／ダウンロードしてもよい。これらの的を絞った
広告は、例えば地理、社会的ネットワーク（例えば友人及び家族）、雇用、関心及び／又
はその他の人口統計学的データに基づき、適切な加入者アカウントに応じて選択されても
よい。ある事例では、これらのダウンロードは顧客サービス及び視聴感の妨げとならない
ように、バックグラウンド処理として行うことができる。
【０１７４】
　さらに、特定の収益モデルでは、顧客がネットワーク・ストリーム配信されたコンテン
ツを見て、そのコンテンツを即座に購入することもできることがわかる。購入後は、ロー
カル・マニフェストから広告の中断が全て又は一部、除去される（又は再生時に、広告の
中断が自動的にスキップされてもよい）。
【０１７５】
　本開示の特定の態様について、方法の特定の一連のステップを用いて説明したが、これ
らの説明は、本開示のより広範な方法を例示するものに過ぎず、特定用途の必要に応じて
変更可能であることが認識されるであろう。特定の状況下では、あるステップを不要又は
任意選択としてもよい。また、本開示の実施例に特定のステップ又は機能を追加してもよ
く、又は２つ以上のステップの実行順序を入れ替えてもよい。そのような変形はすべて、
本明細書で開示され、特許請求されている開示の範囲に含まれるものとみなされる。
【０１７６】
　上記の詳細な説明では、本開示の新規な特徴を様々な実施例に適用されるものとして示
し、説明し、指摘したが、本開示から逸脱することなく、例示されている装置又は処理の
形態及び詳細において、当業者による様々な省略、代替、及び変更が可能であることがわ
かるであろう。本説明は、本開示の一般原理を限定することを決して意図しておらず、そ
の例示と捉えるべきである。本開示の範囲は、特許請求の範囲を参照して判断されるべき
である。
【０１７７】
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